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３ 特定国際戦略事業の名称 

（略） 

 

○特定国際戦略事業名 

①＜＜イメージング技術を活用した創薬の高効率化＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

②＜＜SPring-8を活用した次世代省エネ材料開発・評価＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

③＜＜医薬品の研究開発促進（次世代ワクチンの開発）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

④＜＜医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る生産技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑤＜＜医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑥＜＜医薬品の研究開発促進（ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑦＜＜医薬品の研究開発促進 

（ＰＥＴ薬剤の臨床適用を迅速かつ効率的に実施するための措置）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑧＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進（ロボットテクノロジーを核とした、医工・看

工連携による高齢化社会対応機器・サービスの開発・実証）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

３ 特定国際戦略事業の名称 

（略） 

 

○特定国際戦略事業名 

 

 

 

 

 

 

①＜＜医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る製造技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

②＜＜医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 
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（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑨＜＜先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化（再生医療・細胞治療の実用化促進）

＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑩＜＜先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向けたコホート（疫

学）研究・バイオマーカー研究の推進、 

先制医療への移行を促進するための環境整備）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑪＜＜イノベーション創出事業＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑫＜＜国際的な医療サービスと医療交流の促進＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑬＜＜高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑭＜＜湾岸部スマートコミュニティ実証によるパッケージ輸出の促進（再生可能エネルギー等、多様

なエネルギーを利用した電力インフラのシステム構築）＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑮＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による 

国際市場の獲得＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金 別紙１－４） 

 

 

 

 

③＜＜先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向けたコホート（疫

学）研究・バイオマーカー研究の推進）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

 

 

 

 

④＜＜国際的な医療サービスと医療交流の促進＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑤＜＜高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

 

 

 

⑥＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による 

国際市場の獲得＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

（次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金 別紙１－４） 
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⑯＜＜クールチェーンの強化とガイドライン化＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑰＜＜国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑱＜＜先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

 

４ その他国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化のために必要な事項 

ⅰ）一般国際戦略事業について 

  総合特区の目指す目標を達成するため、特定国際戦略総合特区事業とも連携しながら、以下の取組を

行っていく。 

①＜＜地域資源を活用した審査体制・治験環境の充実（ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ機能の整備及び治験セ

ンター機能の創設）＞＞ 

（医療施設運営費等補助金 別紙１－４） 

②＜＜放射光とシミュレーション技術を組み合わせた革新的な創薬開発の実施＞＞ 

（科学技術試験研究委託費 別紙１－４） 

③＜＜バッテリー戦略研究センター機能の整備＞＞ 

（先導的都市環境形成促進事業 別紙１－４） 

④＜＜湾岸部スマートコミュニティ実証によるパッケージ輸出の促進（スマートコミュニティ関連の技

術の実証・事業化とショーケース化）＞＞ 

  （先導的都市環境形成促進事業 別紙１－４） 

⑤＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進＞＞ 

（課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間での連携支援事業）  

別紙１－４） 

 ⑥＜＜医療機器等事業化促進プラットフォームの構築＞＞  

（課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間での連携支援事業）  

別紙１－４） 

⑦＜＜クールチェーンの強化とガイドライン化＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑧＜＜国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

⑨＜＜先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

 

４ その他国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化のために必要な事項 

ⅰ）一般国際戦略事業について 

  総合特区の目指す目標を達成するため、特定国際戦略総合特区事業とも連携しながら、以下の取組を

行っていく。 

 

 

 

 

 

 

①＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進＞＞ 

（課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間での連携支援事業）  

別紙１－４） 

②＜＜湾岸部スマートコミュニティ実証によるパッケージ輸出の促進（スマートコミュニティ関連の技

術の実証・事業化とショーケース化）＞＞ 

  （先導的都市環境形成促進事業 別紙１－４） 

 ③＜＜医療機器等事業化促進プラットフォームの構築＞＞  

（課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間での連携支援事業）  

別紙１－４） 
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⑦＜＜国内コンテナ貨物の集荷機能の強化＞＞ 

（国際コンテナ戦略港湾フィーダー機能強化事業 別紙１－４） 

⑧＜＜港湾コストの低減＞＞ 

   （港湾整備事業 別紙１－４） 

 

ⅱ）その他必要な事項 

ア）地域において講ずる措置（別紙１－９） 

イ）国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった主な措置及び協議の状況 

・ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ機能の整備 

・医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）出張所の設置による優先相談・審査の実施 

コスト面の検討等とあわせて、革新的医薬品・医療機器・再生医療製品創出に向けて、ニー

ズに応じたＰＭＤＡの出張形式による薬事戦略相談やテレビ会議システムを利用した事前面

談の拡大等を行っていくことで、まずは基本的な合意が得られた。 

また、厚生労働省は独立行政法人の行政改革の方針との整合性やＰＭＤＡの業務の効率性等

を検討し、地域はニーズを示しコスト等を検討することで、双方合意の下、機能の整備に向け

て引き続き協議していくこととなった。 

今後、地域においては、ＧＭＰ・ＧＣＰ・ＧＬＰの実地調査に係る 15 名規模での大阪事務

所（ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ）設置に向け、国との協議を促進するための体制を構築するとともに、

同機能の整備に向けた体制を構築し、薬事戦略相談や事前面談の実施、革新的な技術の安全性

と有効性を評価できる人材の交流・育成予算の活用といった取組みを進めていく。また、関西

に知見が集中する新しい技術領域（新たな抗体医薬や再生医療、細胞治療など）の迅速な実用

化に向けた取組みを進めていく。 

 

・高度医療に関する権限委譲 

・ヒト幹細胞を用いた臨床研究の実施にかかる手続の特例 

④＜＜国内コンテナ貨物の集荷機能の強化＞＞ 

（国際コンテナ戦略港湾フィーダー機能強化事業 別紙１－４） 

⑤＜＜港湾コストの低減＞＞ 

   （港湾整備事業 別紙１－４） 

 

ⅱ）その他必要な事項 

ア）地域において講ずる措置（別紙１－９） 
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地域において、中央ＩＲＢのような体制構築ができるか検討を行うとともに、厚生労働

省は、その結果も踏まえつつ特区における審査委員会実施のための枠組みや工夫の余地な

どについて検討を行うものとして、当該権限の委譲等の実現の可否も含め、双方の合意の

下、引き続き協議していくこととなった。今後、地域においては、提案の実現を目指して、

再生医療等の分野において特区内の大学・研究機関等が協働した中央ＩＲＢのような仕組

みの構築に取り組んでいく。 

 

・薬事承認を受けていない院内合成ＰＥＴ薬剤の譲渡許可 

協議を行うことにより、現行法令体系においても、譲渡元の医療従事者が譲渡先での身分を併

せ持つ形など、譲渡先の医療従事者が薬剤を合成することが明確になる形態をとることにより、

提案は実施可能となった。 

         さらに、対象医療機関の拡大等に対応する方策について協議したところ、再生・細胞医療に関

する通知における複数の医療機関において共同で再生・細胞医療を実施する場合の要件と同様の

要件を満たすものであれば、院内合成ＰＥＴ薬剤の譲渡を行うことは差し支えないとの見解が得

られた。今後、指定自治体においては、「同様の要件」について、実施体制等、具体的な内容につ

いて検討を進め、引き続き協議を行う。 

 

・設備共用受電下における全量買取用太陽光発電電力を災害時に限り需要家に融通できるよう

制度の創設 

協議を行うことにより、設備共用受電下における全量買取及び災害時の電力融通につい

て現行法令上対応可能となった。今後、指定自治体においては、提案の実現を目指して、関

係事業者と協議しつつ、蓄電池やメガソーラー等を活用した安価で安定的な新しい電力供給

システムの構築に取り組んでいく。 
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・医薬品・医療機器等の輸出入手続きの電子化、簡素化のための薬事法施行規則等の緩和 

地元が、厚生局、税関等の関係機関と連携することを条件に、厚生労働省において特例

措置等について具体的に検討を行うこと、また、平成 25 年度から関西国際空港で実証実

験を行うことができるよう引き続き協議することが確認された。 

今後、指定自治体においては、本省と出先機関との円滑な調整や事務の効率的な見直し

などについても国の役割を求めつつ、提案の実現を目指して、業務実態の分析や実施体制

の構築などに取り組んでいく。 

 

（別紙）関西イノベーション国際戦略総合特区における留保条件への対応   
 
 
別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜イメージング技術を活用した創薬の高効率化＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  株式会社 ナード研究所 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

分子イメージング技術を活用した、ＰＥＴ･ＳＰＥＣＴ用試薬の研究開発、腫瘍や脳神経領域をタ

ーゲットにした新規リガンドの共同開発、臨床研究用ＧＭＰ対応試薬の合成。 
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合成技術を活用した、新規物質のデザインや製造プロセス開発などによる医薬品の研究開発促進。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

  第２項第１号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は 

         製造に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する 

         目標を達成する事業を含む） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 

目標を達成するための位置付け及び必要性 

輸入医薬品市場に係る関西の世界シェアについては、2010 年の 1.2％（1,890 億円）を 2015 年

に 1.6％（3,300 億円）、2025 年に 2.4％（7,800 億円）へと拡大させるとの数値目標を掲げており、

当該事業を含む「医薬品の研究開発促進」は、当該数値目標の達成への寄与度を最もレベルの高い

25％としている。 

分子イメージングは、生物が生きた状態のまま外部から生体内の遺伝子やタンパク質などの様々

な分子の挙動を観察する技術であり、この技術の活用により、薬剤の用量測定、薬効評価を通じた

創薬開発プロセスの改革が可能となる。またさらに、マイクロドーズ・早期探索的臨床試験へと応

用が進めば、化合物選択の歩留まりを高め、新薬開発が効率化され、新薬開発コストの削減と開発

期間の短縮が期待される｡ 

本事業では、用量測定や薬効評価に用いられる PET･SPECT用試薬の開発･製造（GMP対応品含

む）･販売やマイクロドーズ･早期探索的臨床試験に用いられる開発候補品とその前駆体の開発･製造

（GMP対応）を行う神戸研究所を新たに整備し、特区内の理化学研究所・先端医療センターなどの

研究機関と連携して医薬品の研究開発促進、イメージング技術を活用した創薬の高効率化を目指し

て活動する。 

併せて、核酸モノマー合成、ペプチド合成などの有機合成技術を活用し、核酸医薬や中枢神経系

制御薬の材料となる新規物質の合成や製造プロセス開発に取り組み、医薬品の研究開発の促進に寄

与する。 
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当該事業は、先端的なシーズや研究成果をいち早く実用化し市場化に結びつけ、我が国の国際競

争力を強化することに寄与するために必要な事業である。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

  上記 a)にかかる建物・実験室設備・機器等一式 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

 神戸市中央区港島南町５丁目４番１号（下図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業予定地 
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  平成 24年 12月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【２／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜SPring-８を活用した次世代省エネ材料開発・評価＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  Ａ社《企業名非公表》 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

大型放射光施設 SPring-8内の《非公表》に《非公表》一連の設備を設置し、リチウムイオン二次

電池、燃料電池などの次世代省エネルギーデバイスに関する製品開発あるいはその材料開発、品質

管理及び生産性向上等あらゆる段階で産業界が行う試験・評価を実施する。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

   第１項第５号 先進的な技術を用いたリチウムイオン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電池の研究

開発又は製造に関する事業 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目

標を達成するための位置付け及び必要性 

   当該特定国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標として、関西のリチウムイ

オン電池の生産額について、2010年の 2,300億円を 2015年に 5,800億円、2025年に３兆 8,500億円
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へと拡大。 

   この目標を達成するためには、スマートコミュニティや次世代自動車等の普及の最重要製品である

リチウムイオン二次電池、燃料電池等の次世代電池材料の革新的な製品開発、品質管理及び生産性向

上等あらゆる段階で産業界が行う試験・評価を実施することが必要であるが、既存装置のみでは対応

できないことから、大型放射光施設 SPring-8・《非公表》に新たに《非公表》を設置することは、目

標達成に不可欠な事業実施である。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

材料の開発にはその材料が機能している状態を観察することが不可欠であるが、《非公表》。作動

状態の観察には、《非公表》である放射光の存在が欠かせない。また、《非公表》が重要であること

は言うまでもない。これらの要請から《非公表》ための設備を導入する。必要な設備は以下の通り 

 1)《非公表》 

 2) 《非公表》 

   ※ 上記設備においては、24年度内に事業に供することができない場合があります。 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  兵庫県佐用郡佐用町光都１丁目 SPring-8内 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年上半期から事業実施予定（平成 25年 3月） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞＞【３／１７】 

   

１ 特定国際戦略事業の名称 
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  ＜＜Ⅱ－(1)医薬品の研究開発促進＞②次世代ワクチンの開発＞（国際戦略総合特区設備等投資促進

税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  一般財団法人 阪大微生物病研究会 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a)  当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

 一般財団法人 阪大微生物病研究会は、これまで 20種を超える生物学的製剤の開発に成功してきたが、

今回新たに、大阪大学敷地内に整備される大阪大学微生物研究所南館の一部に、Ｐ３施設（病原微生物が

外部に漏洩しない構造になっている安全実験施設）を含む次世代ワクチン基礎研究室（仮称）を設置し、

大阪大学及び（独）医薬基盤研究所と共同で、「経鼻投与型インフルエンザワクチン」や「マラリアワク

チン」をはじめとする次世代ワクチンの研究・開発を進める。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

 第２項 令第 1条第２号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 

 第１号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関す

る事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

輸入医薬品市場に係る関西の世界シェアについて、2010年の 1.2％（1,890億円）を 2015年に 1.6％

（3,300 億円）、2025 年に 2.4％（7,800 億円）へと拡大させるとの数値目標を掲げ、「次世代ワクチンの

開発」を含む「医薬品の研究開発促進事業」は、当該数値目標の達成への寄与度を最もレベルの高い 25％

としている。「医薬品の研究開発促進事業」の中でも、とりわけ当該分野については、生命の安全と健康

状態の確保という全人類的な課題に直結するものであり、近年、インフルエンザ等をターゲットとした次
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世代ワクチンの研究開発に世界的な競争が激しさを増している。こうした背景のもと、日本最先端のワク

チン研究を行っている北大阪地区の主要機関が中心となり、「先端医療開発特区（スーパー特区）」採択課

題「次世代・感染症ワクチン・イノベーション特区」の枠組みの中で、「経鼻投与型インフルエンザワク

チン」や「マラリアワクチン」、また、これらに続く次世代ワクチンとして、「飲むワクチン」「貼るワク

チン」等の研究開発を促進し、世界のワクチン市場の獲得を目指している。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

 ・機器類等（滅菌・乾燥機器類、培養機器類、遠心機器類等） 

・Ｐ３施設（病原性の高い病原体が実験室外へ汚染することのないよう、封じ込め構造となった実験室

のこと。） 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

 次世代ワクチンの開発に関する事業を実施する事業者：一般財団法人 阪大微生物病研究会 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

大阪府吹田市山田丘３－１  大阪大学微生物病研究所南館（８階、９階フロア） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 25年 4月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【４／１７】 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る生産技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  株式会社ジーンデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１／９】 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る生産技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  株式会社ジーンデザイン 
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３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～ f) （略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 24年 9月（特区計画認定後）から事業開始（予定） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【５／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～b) （略） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

輸入医薬品市場に係る関西の世界シェアにつき、2010 年の 1.2％（1,890 億円）を 2015 年に 1.6％

（3,300 億円）、2025 年に 2.4％（7,800 億円）へと拡大させるとの数値目標を掲げ、当該事業を含む

「医薬品の研究開発促進」は、当該数値目標の達成への寄与度を最もレベルの高い 25％としている。 

2025年には 3.8人に 1人が高齢者という事態を迎える我が国にとり、高齢者の社会参加は経済活動

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～ f) （略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 24年 3月（特区計画認定後）から事業開始（予定） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【２／９】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～b) （略） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

輸入医薬品市場に係る関西の世界シェアにつき、2010年の1.2％（1,890億円）を2015年に1.6％（3,300

億円）、2025年に 2.4％（7,800億円）へと拡大させるとの数値目標を掲げ、当該事業を含む「医薬品の

研究開発促進」は、当該数値目標の達成への寄与度を最もレベルの高い 25％としている。 

2025年には 3.8人に 1人が高齢者という事態を迎える我が国にとり、高齢者の社会参加は経済活動の
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のレベルを保つために必須であり、現在有効な治療薬が存在しないアルツハイマー病の根本治療薬の

実現が待望されている。 

今般、京都大学を中心とした研究事業において、根本治療の道筋を拓く画期的創薬ターゲット及び

既存の薬剤にはない新規作用メカニズムに基づく治療薬のシーズが発見され、このシーズから開発候

補化合物を得るため、京都大学発ベンチャーとして上記事業者が平成 23 年 11 月に設立され、京都大

学より関連する知財の譲渡を受けて研究開発に着手したところである。 

当該事業はアルツハイマー病に対する根本治療薬の実現を通じて、我が国のみならず高齢化が進む

アジアを中心とした海外における医薬品市場の拡大を図り、もって我が国関連産業の国際競争力強化

につなげるために必要な事業である。 

e)～f)（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 24年 4 月から事業開始 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【５／１７】 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社カン研究所 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

神経変性疾患、がんの再発・転移、難治性免疫疾患における細胞生物学研究および治療薬創出 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第２項第１号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造

レベルを保つために必須であり、現在有効な治療薬が存在しないアルツハイマー病の根本治療薬の実現

が待望されている。 

今般、京都大学を中心とした研究事業において、根本治療の道筋を拓く画期的創薬ターゲット及び既

存の薬剤にはない新規作用メカニズムに基づく治療薬のシーズが発見され、このシーズから開発候補化

合物を得るため、京都大学発ベンチャーとして上記事業者が平成 23年 12月に設立され、京都大学より

関連する知財の譲渡を受けて研究開発に着手したところである。 

当該事業はアルツハイマー病に対する根本治療薬の実現を通じて、我が国のみならず高齢化が進むア

ジアを中心とした海外における医薬品市場の拡大を図り、もって我が国関連産業の国際競争力強化につ

なげるために必要な事業である。 

e)～f)（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 24年 3 月頃から事業開始予定 
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に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

株式会社カン研究所は、神経変性疾患、がんの再発・転移、難治性免疫疾患を重点研究領域として「創

薬につながる細胞生物学研究（Integrative Cell Biology for Medicine）」を展開している。 

株式会社カン研究所にて開発した細胞分離技術の神経変性疾患移植再生治療への応用を目指し《非公

表》た共同研究を展開している。特に、ｉＰＳ細胞を用いた《非公表》再生治療を世界に先駆けて実現

すべく、《非公表》再生医療の実現化《非公表》プロジェクトに協力企業として参画しているところで

ある。 

今後は現在取り組んでいる創薬活動をさらに推進するとともに、アカデミア等の外部研究機関におけ

る臨床研究者との連携や協働により、神経変性疾患領域での研究開発を推進し治療薬の創出につなげて

いく。これは本特区に掲げる輸入医薬品市場における関西の世界シェアについて、平成 22年の 1.2％を

平成 37年に 2.4％へと拡大させる数値目標に寄与するものであるとともに、我が国関連産業の国際競争

力強化につなげるためにも必要な事業である。 

また、これらの研究開発および治療薬創出を具体化するため、アカデミア等の外部研究機関との連携

及び国際的な人材の獲得・育成に取り組み、神経変性疾患領域などでの国際競争力を有する研究開発を

進める研究拠点が必要となる。 

これらの取り組みにより、我が国の持続的な発展に寄与する国際競争拠点を形成していくため、中枢

神経系制御薬の研究開発および治療薬創出の推進を図り、平成 26 年２月に新たな研究施設の完成を目

指す。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

上記 a)の開発にかかる研究施設、研究施設の建物付帯設備等、実験室設備・機器等一式 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 
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f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  兵庫県神戸市中央区港島南町６丁目（下図用地を予定） 

 

 

 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

平成 25年度下半期から新たな研究施設での事業開始予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【５／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 
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２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  千寿製薬株式会社 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

b) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

点眼剤を用いた視神経保護作用による新たな緑内障治療薬の開発 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第２項第１号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製   

造に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を

含む） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 

目標を達成するための位置付け及び必要性 

緑内障患者は、日本国内で 400 万人以上と言われ、日本緑内障学会での調査（多治見スタディ）で

は、40歳以上の 5.0%が罹患していると推定されている。諸外国での緑内障患者数は、中国では 940万

人以上、Thomson Reuters(Healthcare)Incによると米国においても緑内障患者は、1260万人存在する

と推定されている。また、緑内障は、適切に治療されなければ失明に至たる重篤な視機能障害である

ため、常に失明原因の上位を占めている。これまで、緑内障の治療方法は、眼圧を下降させる対処療

法がほとんどであるが、近年では、眼圧は正常範囲であっても視野狭窄が発生する『正常眼圧緑内障』

が特に日本やアジア諸国の緑内障患者の中に多数の潜在患者として存在すると推定されている。この

ため、視野狭窄の原因となり、中枢神経と密接なつながりのある網膜の神経細胞死を直接抑制する治

療剤の研究が国際的に注目されている。 

本事業では、緑内障の視野狭窄の本態である網膜神経節細胞死の抑制効果を持つ薬物を後眼部疾患

治療用点眼剤として研究開発を行う。さらに、候補化合物を用いることによって、緑内障の発症メカ
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ニズムや標的組織である網膜の存在する後眼部へのドラッグデリバリーシステムの設計・開発などこ

れまで薬物治療が難しかった他の後眼部疾患治療薬開発に応用可能である。 

当該事業は緑内障治療薬を通じて、我が国のみならず、米国、欧州、アジアなど海外における医薬

品市場の拡大を図り、本特区に掲げる、輸入医薬品市場における関西の世界シェアについて、2010 年

の 1.2%を 2015年に 1.6%、2025年に 2.4%へと拡大させる数値目標に寄与し、我が国関連産業の国際競

争力強化につなげるために必要な事業である。 

（参考資料） 

日本緑内障学会緑内障診療ガイドライン作成委員会．緑内障診療ガイドライン 第 2版 日眼会誌 2006 

山本哲也．原発閉塞隅角緑内障のアジアの現状と日本 医学のあゆみ 2010 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

 上記 a)の開発にかかる実験室設備・機器等一式 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

 上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

 神戸市中央区港島南町一丁目 5番 5号 （神戸ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ創造ｾﾝﾀｰ内） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 24年 7月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【６／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜医薬品の研究開発促進（ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確立＞＞ 

（国際戦略総合特区設備投資促進税制） 
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２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社ペプチド研究所 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a)当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供する製品、役務等の具体的な内容 

 株式会社ペプチド研究所はこれまで研究用試薬用ペプチドならびに糖誘導体の製造販売を行ってき

た。企業や大学・研究機関などの需要の大きい高品質のペプチド医薬品合成に用いる医薬品中間体であ

る保護ペプチド（※）を大量合成するため、製造施設の増築及び新たな分析機器等を整備する。こうし

た設備投資は、長年培ってきた研究試薬用ペプチドの合成技術ともあいまって、保護ペプチドの合成効

率をあげ、その安定的な供給体制を確保するものである。 

※保護ペプチド：ペプチド医薬品の主要原料であって、中間体として得られた保護基の結合したペプ

チドのこと。 

b)施行規則第 1条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する甲及び号 

第 2 項第 1 号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に  

関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。） 

C)当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標を

達成するための位置付け及び必要性 

 ペプチド医薬品は、アミノ酸が連続した構造を取るペプチドを利用して生体内に存在する生理活性物

質を化学的に合成した医薬品であり、開発対象領域は「がん」はじめ、「内分泌・代謝性疾患」、「感

染症」、「循環器疾患」など多岐に及ぶものである。 

本事業は、これまでに培ってきたペプチド合成技術をもとに、大量合成可能な技術開発を行い、保

護ペプチドの実生産段階へと発展させるものであり、日本発ペプチド医薬品の市場化促進と国際競争

力の向上を下支えする事業である。 
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  輸入医薬品市場に係る関西の世界シェアについて、2010年の 1.2％（1,890億円）を 2015年に 1.6％

（3,300 億円）、2025 年に 2.4％（7,800 億円）へと拡大させるとの数値目標を掲げ、「医薬品の研究開

発促進事業」は、当該数値目標の達成への寄与度を最もレベルの高い 25％としているが、同事業のなか

でも、本事業は重要な位置を占めている。 

d)当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備などの概要 

・大量合成施設《非公表》 

・分析機器等 

e)当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f)当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目２番９号（彩都ライフサイエンスパーク内⑧画地） 

g)当該特定国際戦略事業の実施時期 

平成 24年 9月頃（特区計画認定後）から事業開始（予定） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【７／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜医薬品の研究開発促進（PET薬剤の臨床適用を迅速かつ効率的に実施するための措置）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  当該特区内に於いて PET薬剤を臨床適用の為に効率良く運営供給する事業体  
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３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

《非公表》個々の患者ニーズに合わせて《非公表》PET薬剤の供給を可能とする仕組みを構築する。こ

のため、特区内に進出する事業体が、特区内に GMP準拠 PET薬剤研究製造施設を設置して、《非公表》PET

製剤（日本核医学学会が定める基準を満たす均質なもの）《非公表》を供給する。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

  第２項第１号 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製

造に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含

む。） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

急激な高齢化社会が進行する中、2002年 4月に FDG‐PETが保険適用されたこと等により、がんの発見

や早期治療が患者の QOLの向上に大きな貢献する PET検査への期待が高まっている。 

 また、新たに開発された PET薬剤によるＰＥＴ検査からもたらされる新たな PET画像診断は、診療に直

接役立つばかりでなく、新たな治療法や医療技術の開発の可能性を切り拓き、創薬開発の臨床応用や予防

医療の発展にもつながるものである。こうした PET検査への期待の高まりに応えていくためには、PET薬

剤の供給体制を拡充し、医療現場に安定的に PET薬剤を提供する仕組みを整えることが不可欠である。 

 本事業は《非公表》PET薬剤の臨床適用を迅速かつ効率的に実施できるようにするものであり、前述の

ような医療を巡る高齢化、がん疾患などの課題を克服し、国民医療費の削減に寄与するとともに、今後、

我が国以上のスピードで高齢化が進行するアジア諸国への展開も展望されるなど、国際競争力の向上にも

つながる必要不可欠な事業である。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

生産供給施設等、敷地面積（1000～2000㎡）、延床面積（1500～2000㎡）、鉄骨造、地上２階建等（予

定） 
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e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

《非公表》 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 《非公表》 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【８／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進（ロボットテクノロジーを核とした、医工・看工

連携による高齢化社会対応機器・サービスの開発・実証）＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  特区内において、医療機器や医療関連産業の振興に資する拠点の整備・運営を実施する事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

循環器疾患や感覚器疾患、糖尿病、高血圧症などの生活習慣病患者の症状悪化を防ぐためには、日常

生活における経時的なモニタリングが課題となっている。 

バイタルデータは、脈波、血圧、血中酸素濃度血中ヘモグロビン数、心電計、体温、歩行速度など多

くの情報を経時的に同時に測定しても、大気の汚染度合、気温、人や車の混雑状況、部屋の照明状態、

所在する位置など環境によって変化することが考えられるため、周りの環境も含めたセンシングいわゆ
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る街全体にあるセンサーと個人のデータを融合させ、これらをクラウドコンピューターでデータベース

化し、患者の健康状態を観察・評価し、病状の悪化を防ぐことができる。そのため、本事業では、個人

のバイタルデータと環境状況のデータセンシングができる最先端技術のセンサーフュージョンを利用

し、生活習慣病患者の症状悪化防止から診療まで幅広く役立つ最先端医療健康維持デバイスおよびシス

テムの開発を行う。また得られる個別データの個人情報の取り扱いルールの整備など、医療法上の規制

緩和及び規制強化のための実証実験などの支援を行う。 

また、医療・健康分野の市場規模は全世界的に拡大していくことが予想されるが、日本では医療機器

は輸入超過の状態にある。医療費支出の海外流出を抑え、日本の医療機器関連産業の振興を図るため、

世界に展開できる機器、サービスの開発を進めることは喫緊の課題である。 

本事業では、循環器領域における人工心臓など高度な先端医療機器の海外展開、開発に向け、環境に

対応したセンシング技術を利用して、インプラントされた人工心臓やペース・メーカーなどを常時モニ

タリング、リモートメンテナンスできるシステムの開発を行う。 

以上のように本事業では、個別化医療に対応した革新的な医療機器やそれらのシステムを開発すると

ともに、実証を行いながら、事業化を推進する。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第２項第５号 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報シス

テムの研究開発に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関

する事業を含む。） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

本事業では、センサー技術といったロボットテクノロジーを核とした、医工・看工連携により、日本

が世界に誇る先進医療技術及び周辺サービスの開発を促進し海外に展開することをめざし、医療・健康

機器やシステムの開発などを支援する。これにより、国内外において、医療技術の進歩に資する資本投

入や技術開発が促進され、医療機器及び医療関連・周辺サービスの新たなビジネスモデルを開拓するこ
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とができる。 

また、医療情報の共有化を行うための、医療生活データベースの構築を支援することで、医療のエビ

デンスを元にした未来型デジタルヘルス機器の商品化や個別化医療を推進する検査、健診キットの商品

化を促進するほか、センサーフュージョンによる新たな機器や医療生活クラウドによる情報サービスな

ど新規のマーケットを開拓することが期待される。 

このように、先進医療機器分野や医療関連・周辺産業への企業参入および特区内集積を図り、関西が

掲げる、関西からの医薬品・医療機器の輸出を増加させ、世界市場でのシェアを倍増させるという目標

に寄与するとともに、国際競争力強化へつなげる。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

  a）建物附属設備等一式 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  大阪駅周辺地区 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年度下半期から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【９／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

 ＜＜先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化（再生医療・細胞治療の実用化促進）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 
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  株式会社 ベネシス（日本赤十字社の血漿分画事業部門と統合し、2012年 10月に統合新法人の研究

所を神戸医療産業都市地区に設立予定） 

  

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

c) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

バイオ医薬品ならびに細胞治療や再生医療を臨床応用するにあたって、感染性病原体への安全性対

策は必須であり、株式会社ベネシスにおいてこれまで取り組んできた血漿分画製剤の安全性向上に関

する研究を更に進め、これを通じてバイオ医薬品や細胞・再生治療の実用化促進に貢献する。また、

血漿分画製剤に関する更なる研究を通じて新規バイオ医薬品の開発についても取り組む。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第 2項第 1号  放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製

造に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を

含む。） 

第 2項第 2号 神経細胞の再生及び移植による再生医療（以下この号において「高度再生医療」とい

う。）の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研

究開発に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事

業を含む。） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

高齢化社会を迎えて、難病・希少疾病など様々な疾患に対する抗体医薬や遺伝子組換え製剤などの

バイオ医薬品の開発やこれまでの医療を根本的に変革する可能性のある細胞・再生医療について、早

期に実現化をはかることが国際競争力の強化にあたって喫緊の課題である。 

バイオ医薬品開発や細胞・再生医療の実現においては、血漿分画製剤と同様、ウィルスなどの感染

性病原体の除去／不活化工程を製造工程に組み入れること及びそれらの工程の効果を確認することが

求められている。株式会社ベネシスは血漿分画製剤メーカーとして、血漿に混入するリスクのある感
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染性病原体について製造工程における除去／不活化や高感度検出法の導入などの安全性向上に取り組

んできたが、このような感染性病原体に対する安全性向上に関する研究を更に進め、これを通じてバ

イオ医薬品や細胞・再生治療の実用化促進に貢献することが期待される。 

また近年、グロブリン製剤（グロブリン:血漿中に含まれるタンパク成分）は多発性筋炎・皮膚筋炎

や重症筋無力症など種々の神経・筋免疫難病に対する有効性が確認されており、多様な機能を有して

いることが知られているがその作用機序等については未だ不明な点も多い。株式会社ベネシスは、グ

ロブリン製剤などの血漿分画製剤の研究を進めており、更なる研究を通じて、こうしたグロブリン製

剤の作用機序を明らかにすることなどにより、新たな治療方法や新規創薬ターゲットの発見に繋がる

ことも期待される。更に、血漿分画製剤に加えて、混入するウィルスのリスクを低減させた遺伝子組

換え蛋白質製剤を開発することにより、当該蛋白質による治療を必要とする患者に新たな選択肢を提

供することが可能となる。 

以上のように、当事業は、感染性病原体に対する安全性向上に関する研究やグロブリン製剤など血

漿分画製剤に関する研究などを通じて、バイオ医薬品や細胞・再生治療の実用化促進、血漿分画製剤

分野の国内自給率向上が図られることで、輸入医薬品市場に係る関西の世界シェアにつき、2010 年の

1.2%（1890 億円）を 2015 年に 1.6%（3300 億円、2025 年に 2.4%（7800 億円）へと拡大させるとの数

値目標に寄与し、我が国関連産業の国際競争力強化につなげるために必要な事業である。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

 研究所施設 

 ・神戸バイオメディカル創造センターに設置を予定している、ウィルス実験、動物実験および蛋白・遺

伝子実験のための施設整備等一式 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

 上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

神戸市中央区港島南町１丁目５番５号（神戸バイオメディカル創造センター内） 
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g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成 24年 10月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１０／１７】 

  

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向けたコホート（疫学）

研究・バイオマーカー研究の推進）＞＞ （国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

   

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

（株）エイアンドティー 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１０／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向けたコホート(疫学) 

研究・バイオマーカー研究の推進、先制医療への移行を促進するための環境整備）＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【３／９】 

  

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向けたコホート（疫学）

研究・バイオマーカー研究の推進）＞＞ （国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

   

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

（株）エイアンドティー 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 
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２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

淀川キリスト教病院は、うめきた地区の知的創造拠点「ナレッジキャピタル」内に｢未来型健診セン

ター｣を開設し、ライフイノベーションの推進に資する様々な取組みを進める。 

具体的には、新たな健康への脅威を克服する予防医療推進のため、疲労の研究を中心とする健康科

学（先制医療）分野での産学官連携を推進する拠点を設置し、大量収集した未病状態のバイタルデー

タ（検診データ等）と、他の地区（北大阪、神戸医療産業都市等）で得た疾病データを融合させて個

人情報を匿名化し、新たなバイオマーカーの探索・発見のための研究データベースを構築する。 

これを製薬メーカーや医療機器メーカーなど産業界に提供することで、新たな医薬品・医療機器の

開発はもとより、従来の検診では実現できなかった疾病の超早期発見、発症前診断・治療介入の実施

にも役立てる。 

また、電子カルテや電子問診システム等による複数医療機関との情報共有を図るような地域医療情

報共有モデルの研究開発のほか、健常人の疲労度の計測による新製品の疲労軽減効果に関する実証試

験の場の提供も行う。 

事業実施にあたっては、大阪大学、大阪市立大学、神戸大学、理化学研究所分子イメージング科学

研究センター等の研究機関のほか、関西経済連合会や関西の産学連携支援機関等と連携する。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第２項第５号 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報シ

ステムの研究開発に関する事業（これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運

営に関する事業を含む。） 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 
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目標を達成するための位置付け及び必要性 

本事業では、疾病予測を可能にする先制医療の実現をめざし、疲労の定量化技術を活用した研究で

世界の最先端を走る大阪市立大学や、先制医療研究を推進する北大阪地区及び神戸医療産業都市地区

とも連携しつつ、大量の未病データ及び疾病データの活用によるバイオマーカーの開発や、エビデン

スに基づく機器、システム、サービスの開発などを支援する。 

特に、医療産業に２次利用できるシステム（データベース構築等）の研究開発を支援することで、

先制医療に関する各種バイオマーカーの商品化を加速することが可能となるうえ、新製品の疲労軽減

効果に関する実証試験の場を提供することで、新たな機器、システム、サービスのマーケティング機

能を向上させ、上市に向けたスピードを加速できる。 

これにより、関西が掲げる、輸入医薬品市場における関西の世界シェアについて、2010 年の 1.2％

(1,890億円)を 2015年に 1.6％(3,300億円)、2025年に 2.4％(7,800億円)へと拡大させる数値目標、

及び輸入医療機器市場における関西の世界シェアについて、2010 年の 1.0％(660 億円)を 2015 年に

1.3％(1,200 億円)、2025 年に 2.0％(2,800 億円)へと拡大させる数値目標に寄与するとともに、先制

医療分野への企業の参入及び特区内への企業集積を図り、国際競争力強化につなげる。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

  医療施設の建物附属設備等 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  大阪駅周辺地区（ナレッジキャピタル内） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年度下半期から事業実施予定 
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別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１１／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜イノベーション創出事業＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

 ・株式会社コングレ 

 ・特区内においてナレッジキャピタル施設を整備・運営する事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

うめきた地区に開設予定の知的創造拠点「ナレッジキャピタル」は、アジアや世界のゲートウェイ

として、海外市場への参入や海外からの人材・資金の誘引、製品開発へのユーザーニーズの反映やマ

ーケティング、プロモーション等を促進し、「感性」と「技術」の融合により、新しいイノベーション

を創出していく場である。 

当該特定国際戦略事業では、ナレッジキャピタル内において、3,000人を収容可能な大型のホールを

備えた本格的なコンベンションセンター、多目的シアター「ナレッジシアター」、展示・イベントスペ

ース「ザ・ラボ」といった施設を開設・運営し、国際的な事業機会の創出を促進する様々なイベント

を誘致し、開催する。 

具体的には、ナレッジキャピタルが備える知的交流促進のための各機能と連携を図りつつ、独自の

国内外ネットワークを最大限に活かし、ライフイノベーション、グリーンイノベーション等をテーマ

とする国際会議、学会、シンポジウムのほか、先端医療やスマートコミュニティ等に関する技術や研

究成果の発表会、企画展、ワークショップを誘致、開催するなど、産学の交流を促し、情報発信や人

材交流を促進する多種多様な事業を展開する。 
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また、国際会議の運営で培った経験を活かし、海外からの利用者にする通訳・翻訳や、渡航に係る

手続きの代行サービス、日本滞在に有益な情報等を提供するなど、ソフト面の様々な支援も行うこと

で、イノベーション創出を強力に推進する。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第５項第２号 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設その他の利用

に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業（国際会議等

に参加する者に係るものに限る。） 

第５項第３号 国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随し

て行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標

を達成するための位置付け及び必要性 

アジア・世界に対して、積極的に関西やわが国の研究機関や企業の持つ高度な技術、研究成果、製

品等のプロモーションを行うためには、情報を発信するとともに、海外からの人、モノ、情報を受け

入れる基盤を整備する必要がある。 

ナレッジキャピタルは、国内外からのアクセス性に優れた恵まれた立地条件を有するとともに、企

業、研究者、投資家など様々な人材が集まり、交流する場や仕組みを備えることになるため、同一エ

リア内において前述のコンベンションセンター等の施設を展開することで、他に例のない、総合的な

イノベーションプラットフォームが実現される。 

特に、関西イノベーション国際戦略総合特区では、当面のターゲットとして関西に強みのある医療・

医薬、バッテリー・エネルギーなどに係る市場シェアの拡大を評価目標に掲げているが、関西におい

て創出された成果について、アジア・世界へのゲートウェイであり、かつ関西随一の交通の結節点で

あるうめきた地区に立地する当施設において、情報発信や人材交流を通じた事業化が促進され、当該

分野で高度な技術、研究成果を有する関西の優位性をさらに高め、目標の達成に寄与するものである。 

また、ＭＩＣＥ機能の発揮により、高度専門人材や有力な海外企業を誘致するとともに、海外から
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の投資を呼び込むための環境整備にもつながり、関西の国際競争力強化にも大きく貢献するものであ

る。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

  コンベンションセンター、ナレッジシアター及びザ・ラボの建物附属設備等 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  大阪駅周辺地区（ナレッジキャピタル内） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年度下半期から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１２／１７】 

   

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜国際的な医療サービスと医療交流の促進＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

   特区内において国際医療交流の拠点形成に資する医療サービスを提供する事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【４／９】 

   

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜国際的な医療サービスと医療交流の促進＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

   特区内において国際医療交流の拠点形成に資する医療サービスを提供する事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 
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別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１３／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  次の高度専門病院等を整備・運営する者 

① 神戸国際フロンティアメディカルセンター病院 

② 神戸低侵襲がん医療センター 

③西記念ポートアイランドリハビリテーション病院 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～ c)（略） 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

①病院施設（ 敷地面積 約 6,395㎡、延床面積 約 18,000㎡、鉄骨造、地上 8階建（予定）） 

②病院施設（敷地面積 約 8,546㎡、延床面積 約 9188.93㎡、鉄筋コンクリート造、地上 5階建） 

③病院施設（敷地面積 約 3,377㎡、延床面積 約 7480.07㎡、鉄筋コンクリート造・鉄筋鉄骨コ

ンクリート造、地上 6階地下 1階建） 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【５／９】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信＞＞ 

（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  次の高度専門病院等を整備・運営する者 

① 神戸国際フロンティアメディカルセンター病院 

② 神戸低侵襲がん医療センター 

③ポートアイランドリハビリテーション病院（仮称） 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～ c)（略） 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

①病院施設（ 敷地面積 約 6,395㎡、延床面積 約 18,000㎡、鉄骨造、地上 8階建（予定）） 

②病院施設（敷地面積 約 8,546㎡、延床面積 約 9188.93㎡、鉄骨コンクリート造、地上 5階建） 

③病院施設（敷地面積 約 3,377㎡、延床面積 約 8,971.60㎡、鉄骨コンクリート造一部鉄骨造、

地上 7階地下 1階建） 
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e) ～ f)（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

① 平成 24年夏頃から事業実施予定 

 

e) ～ f)（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

① 平成 24年夏頃から事業実施予定 
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② 平成 24年 2月から事業実施 

③ 平成 24年 6月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１４／１７】 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際市場の獲得＞＞ 

（けいはんな学研都市地区）（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  ・Ｂ社《企業名非公表》 

             ・特区内において電気自動車等のリチウムイオン電池と充電器の研究・開発及び電気自動車等のイン

バータやスマートコミュニティ分野の製品開発に必要なＳｉＣ半導体の研究・開発を実施する事業

者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年 10月頃から実施（建設契約締結予定） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１４／１７】 

１ 特定国際戦略事業の名称 

② 平成 24年 2月から事業実施予定 

③ 平成 24年 5月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【６／９】 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際市場の獲得＞＞ 

（けいはんな学研都市地区）（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  ・Ａ社《企業名非公表》 

             ・特区内において電気自動車等のリチウムイオン電池と充電器の研究・開発及び電気自動車等のイン

バータやスマートコミュニティ分野の製品開発に必要なＳｉＣ半導体の研究・開発を実施する事業

者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年 7月頃から実施（建設契約締結予定） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【６／９】 

１ 特定国際戦略事業の名称 
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  ＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際市場の獲得＞＞ 

（けいはんな学研都市地区）（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  Ｃ社《企業名非公表》 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１４／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際市場の獲得（けいはんな学

研都市地区）＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞ 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  株式会社エム・システム技研 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

   けいはんな学研都市における「実証プロジェクト」による技術実証を早期に実用化することにより、

スマートハウスや電気自動車等のエネルギー管理技術を一つのパッケージとして海外展開を図り、国

  ＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際市場の獲得＞＞ 

（けいはんな学研都市地区）（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  Ｂ社《企業名非公表》 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 
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際市場を早期に獲得し、こうした取組を通じて、アジアにおけるイノベーション拠点の形成につなげ

ることとしているが、当該指定法人については、ビルディングオートメーション・省エネ監視システ

ム用コンポーネンツを中心とした次世代産業用電子機器の開発・実証等を実施することとしており、

具体的には、今後、市場規模拡大が予想される太陽光発電の系統連携型リチウムイオン蓄電池システ

ムを大規模に導入する施設について、建物全体のエネルギー使用状況、太陽光発電システムの発電量、

サーバ電源バックアップ用リチウムイオン蓄電池の蓄電状況等のリアルタイム計測を可能とする機

器を開発し、実証を実施することとしている。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

  第１項第３号 太陽光、風力、水力。地熱、バイオマス（動植物に由来する有機物である資源(原油、

石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。第５条第４項第２号において

同じ。）その他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができる

と認められるもの(第５条第１項第４号において「再生可能エネルギー源」という。)

の利用に係る研究開発又は供給に関する事業 

  第１項第４号 情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の緩急開

発に関する事業 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 

目標を達成するための位置付け及び必要性 

 当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標として、関西のリチウムイオ

ン電池の生産額について、2010年の 2,300億円を 2015年に 5,800億円、2025年に 3兆 8,500億円

へと拡大させるとの数値目標を掲げており、「次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早

期実用化による国際市場の獲得事業」については、当該数値目標の達成への寄与度を５％と位置付

けている。ビルディングオートメーション・省エネ監視システム用コンポーネンツを中心とした次

世代産業用電子機器の開発・実証を進めることにより、既存のビル管理システムやＢＥＭＳ機器に

ついてどこのメーカーのものでも連携が可能なインターフェースを構築することが可能となり、 
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実用化された場合には、スマートハウスや電気自動車等のエネルギー管理技術を一つのパッケージ

として海外展開を図り、国際市場を早期に獲得することが可能である。エネルギー管理技術を一つ

のパッケージとして海外展開を図り、国際市場を早期に獲得し、こうした取組を通じて、アジアに

おけるイノベーションの拠点の形成につなげるためには不可欠な事業実施である。 

 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

チップマウンター(試作製品等の部品搭載装置)設備一式 ほか 

 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  京都府木津川市州見台八丁目 2番地 4 

 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成２５年３月から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１４／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際市場の獲得（けいはんな学
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研都市地区）＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞ 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  エレクセル株式会社 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

   けいはんな学研都市における「実証プロジェクト」による技術実証を早期に実用化することにより、

スマートハウスや電気自動車等のエネルギー管理技術を一つのパッケージとして海外展開を図り、国

際市場を早期に獲得し、こうした取組を通じて、アジアにおけるイノベーション拠点の形成につなげ

ることとしているが、当該指定法人については、電気自動車とは異なる仕様を有する産業用機械の電

気自動車、ハイブリッド電気自動車への転換を実現するために不可欠な大型リチウムイオン蓄電池の

実用化の研究・開発を実施することとしており、具体的にはコンテナターミナルのクレーンやトラク

ターヘッド等への応用が可能な長寿命化・急速充放電に特化した大型リチウムイオン蓄電池システム

を開発することとしている。 

   また、イオン液体電解質を用いたプラグインハイブリッド自動車用の高出力・高安全性電池を開発

することとしており、具体的には、モデルモジュールを小型電気自動車に搭載するための電池セルの

改良・製作を実施することとしている。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

  第１項第５号 先進的な技術を用いたリチウムイオン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電池の研究開

発又は製造に関する事業 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 

目標を達成するための位置付け及び必要性 

当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する目標として、関西のリチウムイオ

ン電池の生産額について、2010年の 2,300億円を 2015年に 5,800億円、2025年に 3兆 8,500億円
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へと拡大させるとの数値目標を掲げており、「次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早

期実用化による国際市場の獲得事業」については、当該数値目標の達成への寄与度を５％と位置付

けている。従来の電気自動車とは異なる仕様を有するコンテナターミナルやトラクターヘッド等へ

の産業応用に不可欠な大型リチウムイオン蓄電池の研究・開発が促進され、実用化された場合には、

電気自動車関連分野への波及効果があるばかりでなく、スマートハウスや電気自動車等のエネルギ

ー管理技術を一つのパッケージとして海外展開を図り、国際市場を早期に獲得することが可能であ

る。また、スマートコミュニティ分野については将来的な市場拡大が予想される分野であり、その

点からも産業用機械に対等可能なリチウムイオン電池の開発はアジアにおけるイノベーションの拠

点の形成につなげるためには不可欠な事業実施である。 

d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

  ドライルーム装置一式等   

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

  上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

  京都府相楽郡精華町光台 1丁目 7番地  

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

  平成 24年 10月から事業実施予定 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１５／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜クールチェーンの強化とガイドライン化＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【７／９】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜クールチェーンの強化とガイドライン化＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 
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・関西国際空港（株）（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株）） 

・ＣＫＴＳ（株） 

・日航関西エアカーゴシステム（株） 

・ＡＮＡロジスティクサービス（株） 

・ 特区内において航空貨物の運送に関する事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する 

事業を実施する物流事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１６／１７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

・関西国際空港㈱（平成 24年 7月 1日以降は新関西国際空港（株）） 

・特区内において航空貨物の運送又は製造・加工に関する事業に必要な施設又は設備の整備又は運

営に関する事業を実施する国際物流等事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a)  ～ f)（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

・関西国際空港（株）（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株）） 

・ＣＫＴＳ（株） 

 

 

・ 特区内において航空貨物の運送に関する事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する 

事業を実施する物流事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内 

（略） 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【８／９】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

・関西国際空港㈱（平成 24年 7月 1日以降は新関西国際空港（株）） 

・特区内において航空貨物の運送又は製造・加工に関する事業に必要な施設又は設備の整備又は運営

に関する事業を実施する国際物流等事業者 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a)  ～ f)（略） 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 
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平成 24年上半期から事業実施 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【１７／１７】 

  

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

  

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  

  株式会社上組 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) ～ e) （略） 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

神戸市中央区港島８丁目（株式会社上組） 

平成 24年上半期から事業実施予定 

 

 

別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【９／９】 

  

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

  

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  ・Ｃ社《企業名非公表》 

  ・株式会社上組 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a)～ e) （略） 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域《上組のみ記載、ｇも同様》 

神戸市中央区港島８丁目（株式会社上組） 
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g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

平成 24年 8月から事業実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 ・平成 24年 8月から平成 27年 3月まで（株式会社上組に係る事業） 

 

 

物流倉庫立地場所 

   ：特区認定範囲  
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別紙１－４ ＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金＞＞【１／１】 

（略） 

別紙１－４ ＜＜医療施設運営費等補助金＞＞【１／１】 

１ 一般国際戦略事業の名称 

＜＜地域資源を活用した審査体制・治験環境の充実（ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ機能の整備及び治験セン

ター機能の創設）＞＞（＜＜医療施設運営費等補助金＞＞） 

 

２ 一般国際戦略事業の内容 

① 事業概要 

新たな医薬品や医療機器等をいち早く市場に送り出すためには、薬事法上の承認手続きであ

る「治験」を円滑に進めるための環境整備が重要になる。このため、関西の主要な医療機関が

連携し、バーチャルネットワークとしての治験センター機能を創出することにより、関西全体

で臨床試験からの迅速で系統だった治験が実施できる環境を整備する。 

ライフ分野における世界的な製品・技術開発競争が激化する中、こうした取組みを通じて、

国際的に優位にある関西の基礎研究部門の成果を、臨床試験・治験段階に引き継ぎ、日本発の

革新的医薬品や医療機器、先端的医療技術等の迅速な実用化へとつなげていく。 

② 支援措置の内容 

臨床試験からの系統だった治験・臨床研究を実施するための環境整備に要する経費（施設改修、

病床設置費等） 

③ 事業実施主体 

    大阪大学医学部附属病院、国立循環器病研究センター、大阪府立成人病センター、国立病院機構

大阪医療センター  

 ④ 事業が行われる区域 

   北大阪地区 

⑤ 事業の実施期間 

  平成 24年度～ 

⑥ その他 

今後も治験の迅速化に向けた工夫等について国と継続して協議していく。 

 

別紙１－４ ＜＜次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金＞＞【１／１】 

（略） 
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別紙１－４ ＜＜京を中核とする HPCIのローカルアクセスポイントの設置＞＞【１／１】 

１ 一般国際戦略事業の名称 

＜＜放射光とシミュレーション技術を組み合わせた革新的な創薬開発の実施＞＞（＜＜科学技術試験

研究委託費＞＞） 

   

２ 一般国際戦略事業の内容 

① 事業概要  

「京」に隣接する高度計算科学研究支援センターを「京」の産業利用の拠点とするため産業界向

けの FOCUS スパコンを整備している。2012 年秋の「京」の共用開始後すみやかに産業利用を促進

するために、産業界専用のローカルアクセスポイントが必要である。 

高度計算科学研究支援センターに、セキュリティを確保した個室を備えたローカルアクセスポ

イントを設置し、高バンド幅の通信回線で「京」と結ぶ。 

世界最先端の科学技術基盤であるスーパーコンピュータによるシミュレーション技術や放射光

の活用により、物質の反応過程の観察や原子レベルの構造解析が可能となるなど、全く新しい研

究開発のアプローチが実現し、大幅な時間・コストの削減が見込まれている。産業界専用のロー

カルアクセスポイントの設置により製薬企業等の産業界の利用を促進させ、世界的にも画期的な

成果創出が期待できる。 

② 支援措置の内容 

産業界向けのローカルアクセスポイントを神戸に設置 

③ 事業実施主体 

財団法人計算科学振興財団 

 ④ 事業が行われる区域 

   神戸医療産業都市 

⑤ 事業の実施期間 

   平成 24年度～平成 27年度 

 ⑥ その他 

   特になし 

 

別紙１－４ ＜＜先導的都市環境形成促進事業＞＞【１／２】 

１ 一般国際戦略事業の名称 
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＜＜バッテリー戦略研究センター機能の整備＞＞（＜＜先導的都市環境形成促進事業＞＞） 

 

２ 一般国際戦略事業の内容 

① 事業概要 

関西の強みであるバッテリーに関して、韓国や中国の追い上げに対抗し、競争力を高めるため

のニーズに応じた新たなアプリケーションの発掘や性能評価による差別化など、「新たな需要創

出機能」と「業界共通インフラの確立機能」という２つの大きな機能により持続的なイノベーシ

ョン創出を担う「バッテリー戦略研究センター（仮称）」を整備する。 

新たな需要創出機能として、自動車用・住宅用等ユーザー企業によるアプリケーション側から

のビジネスニーズに基づく各種取組みとして、シティコミュータ用EVの実証等への支援を行うこ

ととしている。 

    低炭素社会の実現に向け、咲洲地区において、ＥＶ車両等の運行状況や充電ターミナル施設のエ

ネルギー使用状況等を把握・管理できるエネルギーマネジメントシステムを活用したＥＶカーシェ

アリングや、災害時を想定したＥＶ車両から施設等への電力供給（逆流）などの実証実験を行う。 

② 支援措置の内容 

低炭素型まちづくりをテーマとして、電動モビリティ充電設備やリアルタイム運用管理システム

等による再生可能エネルギー地産地消・エネルギー面的融通効果実証事業を実施する。 

③ 事業実施主体 

大阪府 

 ④ 事業が行われる区域 

   夢洲・咲洲地区 

⑤ 事業の実施期間 

   平成 24年度（実証事業）   

⑥ その他 

   特になし 

 

別紙１－４ ＜＜先導的都市環境形成促進事業＞＞【２／２】 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（掲載位置の変更） 
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別紙１－４ ＜＜課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業＞＞【１／２】 

（略） 

 

（掲載位置の変更） 

 

 

 

（掲載位置の変更） 

 

 

 

（掲載位置の変更） 

 

 

別紙１－４ ＜＜課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業＞＞【２／２】 

 

１ 一般国際戦略事業の名称 

＜＜医療機器事業化促進プラットフォームの構築＞＞（＜＜課題解決型医療機器の開発・改良に向けた

病院・企業間の連携支援事業＞＞） 

   

２ 一般国際戦略事業の内容 

  ① ～②（略） 

③ 事業実施主体 

   大阪商工会議所 

 ④～⑥（略） 

 

 

 

（掲載位置の変更） 

 

（掲載位置の変更） 

 

 

別紙１－４ ＜＜国際コンテナ戦略港湾フィーダー機能強化事業＞＞【１／１】 

（略） 

別紙１－４ ＜＜港湾整備事業＞＞【１／１】 

（略） 

別紙１－４ ＜＜課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業＞＞【１／２】 

（略） 

別紙１－４ ＜＜課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業＞＞【２／２】 

 

１ 一般国際戦略事業の名称 

＜＜医療機器事業化促進プラットフォームの構築＞＞（＜＜課題解決型医療機器の開発・改良に向けた

病院・企業間の連携支援事業＞＞） 

   

２ 一般国際戦略事業の内容 

  ① ～②（略） 

③ 事業実施主体 

   関西国際戦略総合特別区域地域協議会が認定した事業管理支援法人及び公募により選定した事業者 

 ④～⑥（略） 

 

別紙１－４ ＜＜先導的都市環境形成促進事業＞＞【１／１】 
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別紙１－４ ＜＜国際コンテナ戦略港湾フィーダー機能強化事業＞＞【１／１】 

（略） 

別紙１－４ ＜＜港湾整備事業＞＞【１／１】 

（略） 

 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【１／７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る生産技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【２／７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜医薬品の研究開発促進（ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確立＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

特区内において、医薬品産業の振興に資する拠点の整備・運営を実施する事業者に対し事業実施

（略） 

 

 

（掲載位置の変更） 

 

 

（掲載位置の変更） 

 

 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【１／３】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る生産技術の確立）＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 
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に必要な資金を貸し付ける金融機関 

   

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内において「ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確立」を実施す

る取組に必要な資金を貸し付ける事業を行う。「ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確立」を実

施する取組については、高品質のペプチド医薬品合成に用いる医薬品中間体である保護ペプチドを大

量合成するため、製造施設の増築及び新たな分析機器等を整備し、長年培ってきた研究試薬用ペプチ

ドの合成技術ともあいまって、保護ペプチドの合成効率をあげ、その安定的な供給体制を確保するも

のである。 
このような取り組みは、当該総合特区の政策課題である「実用化・市場づくりをめざしたイノベー

ションを次々に創出する仕組みの整備」と、その解決策である「多様な産業・製品技術の最適な組み

合わせによる国際競争力の強化」の中の「先端技術分野における産学官連携の取組み」とも整合して

いる。 

ｂ）施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる対

象事業項目） 

第２号 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水

準の向上及び高度な医療の提供に関する事業 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【３／７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進（ロボットテクノロジーを核とした、医工・

看工連携による高齢化社会対応機器・サービスの開発・実証）＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

特区内において、医療機器や医療関連産業の振興に資する拠点の整備・運営を実施する事業者に

対し事業実施に必要な資金を貸し付ける金融機関 
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３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内において、循環器疾患や感覚器疾患、糖尿病、高血圧症などの生活

習慣病患者の症状悪化を防ぐため、個人のバイタルデータと環境状況のデータセンシングができる

最先端技術のセンサーフュージョンを利用し、生活習慣病患者の症状悪化防止から診療まで幅広く

役立つ最先端医療健康維持デバイスおよびシステムの開発などを行い、海外展開をめざす取組に必

要な資金を貸し付ける事業を行う。 

本取組については、当該総合特区の政策課題である「実用化・市場づくりをめざしたイノベーシ

ョンを次々に創出する仕組みの整備」と、その解決策である「多様な産業・製品技術の最適な組み

合わせによる国際競争力の強化」の中の「先端技術分野における産学官連携の取組み」及び「ソリ

ューション型ビジネスの促進とマーケットニーズに応じた戦略的な海外展開」とも整合している。 

ｂ）施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる対

象事業項目） 

第２号 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術

水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【４／７】 

 
１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜イノベーション創出事業＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

   株式会社りそな銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

    指定金融機関が、総合特区内において、コンベンション施設を整備・運営し、国際会議や学会、

技術発表会等を誘致・開催するとともに、海外からの利用者へのソフト面の支援を行う事業に必要

な資金を貸し付ける事業を行う。 
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 総合特区内のうめきた地区は、関西の各研究開発拠点のハブ機能を有し、その中核施設「ナレ

ッジキャピタル」では、製品開発へのユーザーニーズの反映やマーケティング、プロモーション

により、新たな商品・サービス創出の場と仕組みが提供される。 

ナレッジキャピタル内に整備予定の当該コンベンション施設においては、ライフサイエンス、

環境・エネルギー等をテーマとする国際会議、学会、シンポジウムや、先端医療、スマートコミ

ュニティ等に関する技術や研究成果の発表会を誘致、開催するとともに、海外からの利用者への

通訳・翻訳や、渡航手続き代行サービス、日本滞在に有益な情報提供など、ソフト面の様々な支

援も行うことで、国内外の多様な主体の出会い、異分野融合、研究成果の実用化を促進し、関西

発のイノベーション創出に寄与する。 

    このような取組みは、当該総合特区の政策課題である「実用化・市場づくりをめざしたイノベー

ションを次々に創出する仕組みの整備」と、その解決策である「多様な産業・製品技術の最適組み

合わせによる国際競争力の強化」の中の「先端技術分野における産学官連携の取組み」及び「ソリ

ューション型ビジネスの促進とマーケットニーズに応じた戦略的な海外展開」とも整合している。 

ｂ） 施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる

対象事業項目） 

第６号 観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに国際会議等の誘致の促進に資する施設の整備

又は役務の提供等、観光その他の交流の機会の増大に資する事業 

 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【５／７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜国際的な医療サービスと国際交流の促進＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほ銀行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【２／３】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜国際的な医療サービスと国際交流の促進＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほ銀行 
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株式会社りそな銀行 

株式会社池田泉州銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【６／７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【７／７】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜湾岸部スマートコミュニティ実証によるパッケージ輸出の促進（再生可能エネルギー等、多様

なエネルギーを利用した電力インフラのシステム構築）＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

株式会社りそな銀行 

株式会社池田泉州銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 

 

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【３／３】 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信＞＞ 

（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社三井住友銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

（略） 
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ａ） 特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内の「湾岸部スマートコミュニティ実証によるパッケージ輸出の促進」

の一つである「再生可能エネルギー等、多様なエネルギーを利用した電力インフラシステム」を実

施する取組のなかで構築する、新しい安価で安定的な電力供給システムに必要な資金を貸し付ける

事業を行う。 

このような新しい安価で安定的な電力供給システムの構築は、当該総合特区の政策課題である「実

用化・市場づくりをめざしたイノベーションを次々に創出する仕組みの整備」「世界に対抗できる課

題解決型の新たなイノベーションを創出する仕組みづくりの促進」と、それらの解決策である「研

究、開発から実用化へのさらなるスピードアップと、性能評価等による国際競争力の強化」「多様な

産業・製品技術の最適組み合わせによる国際競争力の強化」の中の「シーズから事業化までのスピ

ードアップ促進」「高い性能を差別化に結び付けるための評価基準の確立と規格化、標準化の促進」

「先端技術分野における産学官連携の取組み」及び「ソリューション型ビジネスの促進とマーケッ

トニーズに応じた戦略的な海外展開」とも整合している。 

ｂ） 施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる対象

事業項目） 

第１号 エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業

化等、エネルギーの使用の合理化及び石油代替エネルギーの利用の促進等に関する事業 

 

 

別紙１－９ ＜地域において講ずる措置＞ 

 

１．地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

 

 【京都府】 

  ○京都府の直接参加による実証事業の展開（平成23年度より実施） 

  ○京都府の実証事業関連の新規予算計上（平成23年度より措置／平成24年度：150百万円） 

  ○京都府のオープンイノベーション拠点機能の強化のための新規予算計上 

                 （平成 23年より措置／平成 24年度：0.64百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１－９ ＜地域において講ずる措置＞ 

 

１．地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

 

 【京都府】 

  ○京都府の直接参加による実証事業の展開（平成23年度より実施） 

  ○京都府の実証事業関連の新規予算計上（平成23年度より措置／平成23年度：101百万円） 

  ○京都府のオープンイノベーション拠点機能の強化のための新規予算計上 

                 （平成 23年より措置／平成 23年度：46百万円） 
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  ○京都府の新たな実証事業の一つとなる植物工場プラント、太陽光発電設備、燃料電池などの整備費

を平成 23年度９月補正予算として計上（平成 23年度補正予算計上：50百万円） 

○メガソーラー導入や次世代型植物工場の研究・誘致のための予算を計上（平成 24年度より措置／

平成 24年度：162百万円） 

＜新規＞ 

○不動産取得税の全額減免（現在 1/2減免を実施しており、全額減免を検討中） 

○市、町の固定資産税及び都市計画税の軽減（検討中） 

○京都府、市、町の企業立地に伴う補助金の拡充（検討中） 

不動産取得税の1/2減免に関しては、適用期間を延長するための条例改正を実施。 

   また、京都府の企業立地に伴う補助金については、適用期間の延長に加え、一部適用外となってい

た総合特区事業について、対象となるよう適用範囲を拡大する改正を実施 

  

【京都市】 

  ○京都発革新的医療技術研究開発助成（平成23年度より措置／平成24年度予算額：20百万円） 

 

 【大阪府】 

  ○企業立地促進補助金（大阪府）：バイオ・ライフサイエンス、ロボット、情報家電、新エネルギー

等の分野のうち、先端的な事業と認める工場又は研究開発施設の新設を行う企業に対して補助。（平

成24年度予算額：府内全体で3,919百万円） 

    ・先端産業補助金（平成15年度より措置） 

      バイオ・ライフサイエンス、ロボット、情報家電、新エネルギー等の分野のうち、先端的な事

業と認める工場又は研究開発施設の新設を行う企業に対して補助。 

    ・府内投資促進補助金（平成19年度より措置） 

     先端産業分野の研究開発施設の新地・増改築を行う企業に対して補助。 

  ○京都府の新たな実証事業の一つとなる植物工場プラント、太陽光発電設備、燃料電池などの整備費

を平成 23年度９月補正予算として計上（平成 23年度補正予算計上：50百万円） 

 

 

＜新規＞ 

○不動産取得税の全額減免（現在 1/2減免を実施しており、全額減免を検討中） 

○市、町の固定資産税及び都市計画税の軽減（検討中） 

○京都府、市、町の企業立地に伴う補助金の拡充（検討中） 

 

 

 

 

 【京都市】 

  ○京都発革新的医療技術研究開発助成（平成23年度より措置／平成23年度予算額：20百万円） 

 

 【大阪府】 

  ○企業立地促進補助金（大阪府）：バイオ・ライフサイエンス、ロボット、情報家電、新エネルギー等

の分野のうち、先端的な事業と認める工場又は研究開発施設の新設を行う企業に対して補助。（平

成23年度予算額：府内全体で3,972百万円） 

    ・先端産業補助金（平成15年度より措置） 

      バイオ・ライフサイエンス、ロボット、情報家電、新エネルギー等の分野のうち、先端的な事

業と認める工場又は研究開発施設の新設を行う企業に対して補助。 

    ・府内投資促進補助金（平成19年度より措置） 

     先端産業分野の研究開発施設の新地・増改築を行う企業に対して補助。 



国際戦略総合特区計画（関西イノベーション国際戦略総合特区）： 新旧対照表  

変更後 変更前 

 

55 
 

    ・外資系企業等進出促進補助金（平成23年度より措置） 

     府内に新たに本社機能やアジア拠点等を設置する外資系企業等に対して補助。 

○地方税の減免（大阪府） 

・不動産取得税：産業集積促進地域（彩都ライフサイエンスパークなど）において、対象不動

産の取得に係る不動産取得税の 1/2軽減（最大 2億円）（平成 13年度より措置） 

※特区エリアに進出する「新エネルギー分野」、「ライフ分野」などの事業者に対する法人事業

税・法人府民税・不動産取得税の軽減措置について検討中。 

   ○企業立地促進制度（茨木市） 

 ・自己の事業に供する一定要件の不動産を取得、賃借等した場合に奨励金を交付 

 ・土地・建物に課される固定資産税額及び都市計画税相当額の1/2 

 ・土地賃借の場合は、賃借料に含まれる固定資産税及び都市計画税相当額の1/2 

 ・設備に課される固定資産税相当額の1/2 

 （対象地域は原則市域全域） 

（奨励金の交付期間は原則として固定資産税、都市計画税の課税初年度より5年間） 

（平成14年度より措置、18年度から設備も対象、23年度から償却資産取得額の合計8,000万円

以上⇒5,000万円以上に引下げ） 

   ○企業の誘致インセンティブ創設の方向（茨木市を参考に同水準）（箕面市） 

   ○ＢＮＣＴ研究施設等立地促進優遇税制（仮称）創設予定（熊取町） 

熊取町内で、ホウ素中性子補足療法（ＢＮＣＴ）研究施設や宿泊施設を立地しようとする者

を対象に、一定期間、対象不動産等に課される固定資産税相当額の一部を減免、もしくは、相

当額の奨励金を交付。（平成 24年度より措置予定／未定） 

   ○ＢＮＣＴ治療資金助成制度（熊取町） 

     熊取町在住者を対象に、一定の条件のもと、医療費の一部を支援する。 

      （ＢＮＣＴの医療承認後、速やかに措置／予算額：未定） 

    ・外資系企業等進出促進補助金（平成23年度より措置） 

     府内に新たに本社機能やアジア拠点等を設置する外資系企業等に対して補助。 

○地方税の減免（大阪府） 

・不動産取得税：産業集積促進地域（彩都ライフサイエンスパークなど）において、対象不動

産の取得に係る不動産取得税の 1/2軽減（最大 2億円）（平成 13年度より措置） 

※一層の規制緩和や地方税の軽減措置のあり方を含め、今後インセンティブの検討を進める 

   ○企業立地促進制度（茨木市） 

 ・自己の事業に供する一定要件の不動産を取得、賃借等した場合に奨励金を交付 

 ・土地・建物に課される固定資産税額及び都市計画税相当額の1/2 

 ・土地賃借の場合は、賃借料に含まれる固定資産税及び都市計画税相当額の1/2 

 ・設備に課される固定資産税相当額の1/2 

 

 （奨励金の交付期間は原則として固定資産税、都市計画税の課税初年度より5年間） 

    

 

 

○企業の誘致インセンティブ創設の方向（茨木市を参考に同水準）（箕面市） 

   ○ＢＮＣＴ研究施設等立地促進優遇税制（仮称）（熊取町）【新規】 

熊取町内で、ホウ素中性子補足療法（ＢＮＣＴ）研究施設や宿泊施設を立地しようとする者

を対象に、一定期間、対象不動産等に課される固定資産税相当額の一部を減免、もしくは、相

当額の奨励金を交付。（平成 24年度より措置予定／平成 24年度以降の減収額：未定） 

   ○ＢＮＣＴ治療資金助成制度（熊取町）【新規】 

     熊取町在住者を対象に、一定の条件のもと、医療費の一部を支援する。 

      （ＢＮＣＴの医療承認後、速やかに措置／予算額：未定） 
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○中小企業を対象とした新エネルギー分野のイノベーション創出支援 

（平成24年度予算額：21百万円） 

   ○中小企業が行うEV・水素インフラ関連研究開発支援（平成24年度予算額：63百万円）、医薬品・

医療機器事業化・成長促進支援（平成24年度予算額：49百万円）（おおさか地域創造ファンド） 

   ○「大阪バイオファンド」によるベンチャー支援（平成22年3月組成、総額11.2億円、うち大阪府

2000万円出資） 

   ○バッテリー戦略研究センター機能の体制整備（平成24年度予算額：47百万円） 

   ○ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ設置準備（平成24年度予算額：4百万円） 

 

  【大阪市】 

○特区事業者等に対し、大阪府と協調して固定資産税など地方税負担を軽減する特例措置を 

検討中。 

○グローバルイノベーション創出支援環境の構築（平成 24年度補正予算要求中） 

○大学・大学院ネットワークを活用した人材育成力の強化（平成 24年度予算額：10百万円） 

○大学と連携した人材育成中核拠点機能の運営（平成 24年度予算額：15百万円） 

○スマートコミュニティの推進（平成 24年度予算額：23百万円） 

   ○健康・医療分野のビジネス創出促進(ロボットテクノロジー・ヘルスケア) 

（平成 24年度予算額：42百万円） 

   ○中小企業を対象とした成長産業チャレンジ支援（平成 24年度予算額：22百万円） 

   ○ライフイノベーション推進実証実験事業（平成24年度予算額：3百万円） 

 

 

 

 

○中小企業を対象とした新エネルギー分野のイノベーション創出支援 

（平成23年度予算額：580百万円） 

   ○中小企業が行うEV・水素インフラ関連研究開発支援（平成23年度予算額：69百万円）、医薬品・

医療機器事業化・成長促進支援（平成23年度予算額：49百万円）（おおさか地域創造ファンド） 

   ○「大阪バイオファンド」によるベンチャー支援（平成22年3月組成、総額11.2億円、うち大阪府2000

万円出資） 

   ○バッテリー戦略研究センター機能の体制整備（平成24年度予算要求中：47百万円） 

   ○ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ設置準備（平成24年度予算要求中：7百万円） 

 

  【大阪市】 

   ○企業・大学等立地促進のための建設・設備等に対する助成（平成 23年度予算額：771百万円） 

・建設助成 

 重点産業分野の事業所用建物を新たに建設する事業者に、対象経費(建物及び設備等投下固 

定資本額)の５％を助成(限度額 3億円) 

・本社特例賃料助成 

情報通信、バイオ、ロボテク、環境に関する業種の本社を設置する法人に、建物賃借料の３

分の１を助成(限度額 6,000万円) 

・大学特例 

大学等を新たに設置する法人に設備投資額の５％(限度額は 3億円)、または、建物賃借料の

２分の１を助成(限度額 2,700万円) 

   ○咲洲コスモスクエア地区立地促進助成制度（平成 23年度予算額：542百万円） 

    ・咲洲コスモスクエア地区の市有地を購入し、重点産業分野の事業所を整備する事業者に用地取

得費の 30％以内を助成(限度額は 10億円) 

   ○現在実施している企業・大学等立地促進のための建設・設備等に対する助成制度に加え、特区エ
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  【兵庫県】 

   ○産業集積条例に基づく新事業・雇用創出型産業集積促進補助 

（平成14年度より措置／平成24年度予算額：2,371百万円） 

   ○京速スパコンの産業利用促進のために（財）計算科学振興財団・高度計算科学研究支援センター

を運営（平成20年度より措置／平成24年度予算額：78百万円） 

  ○兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科開設（平成22年度より措置／平成24年度予算額：92

百万円） 

  ○SPring-8とFOCUSスパコンの伝送実装実験（平成23年度より措置／平成24年度予算額：1百万円） 

  ○兵庫県放射光ナノテク研究所による兵庫県ビームラインの運営及び放射光を活用した優良企業の

発掘（平成19年度より措置／平成2324年度予算額：62百万円） 

  ○新製品・新技術の研究開発を支援する兵庫県COEプログラム補助金（平成15年度より措置／平成24

年度予算額：63百万円） 

リアについては、固定資産税、事業所税など地方税負担を軽減する特例措置を検討中。 

   ○「(仮称)大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」開設の推進 

（平成 23年度予算額：64百万円） 

   ○可視化・デザインによるイノベーション支援（平成 23年度予算額：23百万円） 

   ○グリーンテクノロジーの創出及び活用促進（平成 23年度予算額：41百万円） 

   ○健康科学分野のイノベーション創出促進（平成 23年度予算額：20百万円） 

   ○健康・医療分野のビジネス創出促進(ロボットテクノロジー・ヘルスケア) 

（平成 23年度予算額：166百万円） 

   ○次世代ロボット国際ネットワーク形成促進（平成 23年度予算額：29百万円） 

   ○中小企業を対象とした成長産業チャレンジ支援（平成 23年度予算額：150百万円） 

   ○スマートコミュニティ実証事業促進（平成23年度予算額：67百万円） 

 

  【兵庫県】 

   ○産業集積条例に基づく新事業・雇用創出型産業集積促進補助 

（平成14年より措置／平成23年度予算額：3,753百万円） 

   ○京速スパコンの産業利用促進のために（財）計算科学振興財団・高度計算科学研究支援センター

を運営（平成20年より措置／平成23年度予算額：50百万円） 

   ○兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科開設（平成22年より措置／平成23年度予算額：302

百万円） 

   ○SPring-8とFOCUSスパコンの伝送実装実験（平成23年新規／平成23年度予算額：1百万円） 

   ○兵庫県放射光ナノテク研究所による兵庫県ビームラインの運営及び放射光を活用した優良企業の

発掘（平成19年より措置／平成23年度予算額：62百万円） 

   ○新製品・新技術の研究開発を支援する兵庫県COEプログラム補助金（平成15年より措置／平成23

年度予算額：65百万円） 
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  ○ベンチャー企業の育成のためのひょうご新産業創造ﾌｧﾝﾄﾞ（10億円）の設立（平成23年度より措置） 

   ○ひょうご神戸サイエンスクラスターの形成の推進（平成23年度より措置／平成24年度予算額：1

百万円） 

     ○播磨科学公園都市研究開発・一般産業用地の整備と研究開発支援（平成24年度予算額： 284百万

円） 

 

  【神戸市】 

   ○進出企業に対する固定資産税・都市計画税・事業所税の減免及び賃料補助（平成9年度より措置） 

   ○中小企業の医療分野への参入促進支援：相談窓口（医療機器サポートプラザ）の運営、研究開発

費補助（平成11年度より措置／平成24年度予算額：18百万円） 

   ○進出企業等に対する定期借地制度（当初5年間の賃料を傾斜減額）及び分譲促進制度（分譲価格

を最大50％割引）（平成17年度より措置） 

   ○進出企業等への総合的事業化支援（クラスター推進センターの運営）（平成17年度より措置／平

成24年度予算額：132百万円） 

   ○内視鏡訓練施設の運営（平成18年度より措置／平成24年度予算額：27百万円） 

   ○京速コンピュータ利活用促進（平成20年度より措置／平成24年度予算額：275百万円） 

○国際戦略総合特区事業の推進（平成24年度予算額：606百万円（一部再掲）） 

・医療機器等事業化促進プラットフォームの構築 

・先制医療の実現に向けたコホート研究等の推進 

・シミュレーション技術を活用した革新的創薬等の推進 

・国際医療交流による医療技術の発信 

・総合特区関連事業重点推進エリア（用地）の創設及び特区事業推進組織の運営 

 

【関西国際空港】 

   ○ベンチャー企業の育成のためのひょうご新産業創造ﾌｧﾝﾄﾞ（10億円）の設立（平成23年新規／平成

23年度予算額：100百万円） 

   ○ひょうご神戸サイエンスクラスターの形成の推進（平成23年度新規／平成23年度予算額：1百万円） 

     ○播磨科学公園都市研究開発・一般産業用地の整備と研究開発支援（平成23年度予算額：134.5百万

円） 

 

  【神戸市】 

   ○進出企業に対する固定資産税・都市計画税・事業所税の減免及び賃料補助（平成9年度より措置） 

   ○中小企業の医療分野への参入促進支援：相談窓口（医療機器サポートプラザ）の運営、研究開発

費補助（平成11年度より措置／平成23年度予算額：27百万円） 

   ○進出企業等に対する定期借地制度（当初5年間の賃料を傾斜減額）及び分譲促進制度（分譲価格を

最大50％割引）（平成17年度より措置） 

   ○進出企業等への総合的事業化支援（クラスター推進センターの運営）（平成17年度より措置／平

成23年度予算額：174百万円） 

   ○内視鏡訓練施設の運営（平成18年度より措置／平成23年度予算額：9百万円） 

   ○京速コンピュータ利活用促進（平成20年度より措置／平成23年度予算額：68百万円） 

○国際戦略総合特区事業の推進（平成24年度予算要求中：606百万円） 

・医療機器等事業化促進プラットフォームの構築 

・先制医療の実現に向けたコホート研究等の推進 

・シミュレーション技術を活用した革新的創薬等の推進 

・国際医療交流による医療技術の発信 

・総合特区関連事業重点推進エリア（用地）の創設及び特区事業推進組織の運営 

 

【関西国際空港】 
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   ○薬監証明等電子化促進（平成23年度予算額：5百万円） 

   ○医薬品定温庫施設利用促進（平成23年度予算額：51百万円） 

   ○国際物流事業者拠点化促進（平成23年度予算額：2億40百万円） 

   ○就航奨励一時金（着陸料の減免）（平成23年度予算額：5億19百万円） 

   ○貨物需要の創出関連（平成23年度予算額：24百万円） 

      ○エアライン就航誘致・サポート関連（平成23年度予算額：28百万円） 

    （※）関西の経済界及び２府７県４政令市などで構成する関西国際空港全体構想促進協議会の平

成23年度予算額（債務負担含む） 

 

  【阪神港】 

   ○大阪港、神戸港など複数港寄りの外航船舶に対する特別とん税の減免(大阪市、神戸市）（平成

19年度以降） 

   ○陸上輸送を海上輸送に転換するなど、ＣＯ2排出削減効果のあるモーダルシフト補助制度を全国

の自治体に先駆けて実施（大阪市）(平成17年度～平成19年度) 

   ○陸上輸送を海上輸送に転換するなど、ＣＯ2排出削減効果のあるモーダルシフト補助制度を実施。

平成20年度からは鉄道輸送の利用も拡大。さらに平成22年度には陸上輸送距離短縮、コンテナの

ラウンドユースも対象。（神戸市、神戸港埠頭公社）（平成18年度～平成22年度） 

   ○国際コンテナ戦略港湾の集荷策として、西日本から釜山等に流れる貨物を阪神港に集約するため

の様々な補助制度等を実施（神戸市、神戸港埠頭(株)：内航フィーダー利用促進事業、コンテナ

貨物集荷促進事業、トランシップ貨物誘致事業、ソウル首都圏貨物誘致事業、大阪市：モーダル

シフト補助制度）（平成23年度以降） 

 

  ＜参考：連携港湾＞ 

   ○大阪港、神戸港など複数港寄りの外航船舶に対する特別とん税の減免(大阪府、兵庫県）（平成

   ○薬監証明等電子化促進（平成23年度予算額：5百万円） 

   ○医薬品定温庫施設利用促進（平成23年度予算額：51百万円） 

   ○国際物流事業者拠点化促進（平成23年度予算額：2億40百万円） 

   ○就航奨励一時金（着陸料の減免）（平成23年度予算額：5億19百万円） 

   ○貨物需要の創出関連（平成23年度予算額：24百万円） 

      ○エアライン就航誘致・サポート関連（平成23年度予算額：28百万円） 

    （※）関西の経済界及び２府７県４政令市などで構成する関西国際空港全体構想促進協議会の平

成23年度予算額（債務負担含む） 

 

  【阪神港】 

   ○大阪港、神戸港など複数港寄りの外航船舶に対する特別とん税の減免(大阪市、神戸市）（平成19

年度以降） 

   ○陸上輸送を海上輸送に転換するなど、ＣＯ2排出削減効果のあるモーダルシフト補助制度を全国の

自治体に先駆けて実施（大阪市）(平成17年度～平成19年度) 

   ○陸上輸送を海上輸送に転換するなど、ＣＯ2排出削減効果のあるモーダルシフト補助制度を実施。

平成20年度からは鉄道輸送の利用も拡大。さらに平成22年度には陸上輸送距離短縮、コンテナの

ラウンドユースも対象。（神戸市、神戸港埠頭公社）（平成18年度～平成22年度） 

   ○国際コンテナ戦略港湾の集荷策として、西日本から釜山等に流れる貨物を阪神港に集約するため

の様々な補助制度等を実施（神戸市、神戸港埠頭(株)：内航フィーダー利用促進事業、コンテナ

貨物集荷促進事業、トランシップ貨物誘致事業、ソウル首都圏貨物誘致事業、大阪市：モーダル

シフト補助制度）（平成23年度以降） 

 

  ＜参考：連携港湾＞ 

   ○大阪港、神戸港など複数港寄りの外航船舶に対する特別とん税の減免(大阪府、兵庫県）（平成19
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19年度以降） 

   ○堺泉北港に寄港する内航フィーダー航路を新たに利用する場合、コンテナ１本につき3,000円の

補助（大阪府：コンテナ貨物拡大助成事業）（平成23年度以降） 

   ○モーダルシフトを推進し内航コンテナ貨物を集める集荷策として、内航船を用いたコンテナ貨物

の海上輸送へのシフト等に対する補助制度（H23：1,000円／TEU、H24：2､000円／TEU）（姫路港、

尼崎西宮芦屋港、東播磨港等）（兵庫県）（平成23年度以降） 

 

２．地方公共団体の権限の範囲内での規制緩和や地域の独自ルールの設定 

 

【京都府】 

 ○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する

条例（平成14年4月施行） 

 ○京都府中小企業応援条例（平成19年4月施行） 

 

  【京都市】 

   ○京都大学  先端医療機器開発・臨床研究センター（平成23年6月設置） 

   ○京都大学  メディカルイノベーションセンター（平成22年12月設置） 

 

  【大阪府】 

   ○大阪府企業立地促進条例（平成19年4月施行） 

   ○大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに

不動産取得税の税率等の特例に関する条例（平成19年4月施行） 

※一層の規制緩和や地方税の軽減措置のあり方を含め、今後インセンティブの検討を進め

る 

年度以降） 

   ○堺泉北港に寄港する内航フィーダー航路を新たに利用する場合、コンテナ１本につき3,000円の補

助（大阪府：コンテナ貨物拡大助成事業）（平成23年度以降） 

   ○モーダルシフトを推進し内航コンテナ貨物を集める集荷策として、内航船を用いたコンテナ貨物

の海上輸送へのシフト等に対する補助制度（1,000円／TEU）（姫路港、尼崎西宮芦屋港、東播磨

港）（兵庫県）（平成23年度以降） 

 

２．地方公共団体の権限の範囲内での規制緩和や地域の独自ルールの設定 

 

【京都府】 

 ○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条

例（平成14年4月施行） 

 ○京都府中小企業応援条例（平成19年4月施行） 

 

  【京都市】 

   ○京都大学  先端医療機器開発・臨床研究センター（平成23年6月設置） 

   ○京都大学  メディカルイノベーションセンター（平成22年12月設置） 

 

  【大阪府】 

   ○大阪府企業立地促進条例（平成19年4月施行） 

   ○大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不

動産取得税の税率等の特例に関する条例（平成19年4月施行） 

※一層の規制緩和や地方税の軽減措置のあり方を含め、今後インセンティブの検討を進め

る 
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  【大阪市】 

   ○都市再生特別地区における公共貢献の取組みの評価に基づく容積率の緩和（うめきた地区におけ

るナレッジキャピタル等大阪駅周辺地区において、イノベーション機能、文化・交流機能等の都

市機能強化・公共空間整備に対して容積率を緩和） 

   ○『都市再生特別措置法』における重複利用区域制度の活用 

   ○埋立地売却促進のための事前登録制度の導入（平成22年12月より試行、平成24年度に本格実施を

予定） 

   ○国におけるリチウムイオン電池に関する安全対策のあり方の検討の結果を踏まえつつ、地方にお

ける検討を行う。 

 

  【兵庫県】 

   ○兵庫県産業集積条例に基づく不動産取得税の不均一課税（平成14年4月施行） 

   ○たつの市工場立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除（平成18年4月施行） 

   ○上郡町企業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除（平成2年9月施行） 

 

  【神戸市】 

   ○「神戸起業ゾーンの設定及び当該ゾーンにおける支援措置に関する条例」（平成9年1月施行）（持

続的な成長が見込まれる産業分野に関する企業を集積するための不均一課税の実施） 

（例） 

・瀬戸内法第 5条の水質規制に関する手続きの緩和など 

・新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法で定義される「新エネルギー」の範囲

の拡大 

・市町村等の火災予防条例の技術基準の統一や手続きの簡素化 

 

  【大阪市】 

   ○都市再生特別地区における公共貢献の取組みの評価に基づく容積率の緩和（うめきた地区におけ

るナレッジキャピタル等大阪駅周辺地区において、イノベーション機能、文化・交流機能等の都

市機能強化・公共空間整備に対して容積率を緩和） 

   ○『都市再生特別措置法』における重複利用区域制度の活用 

   ○埋立地売却促進のための事前登録制度の導入（平成22年12月より試行、平成24年度に本格実施を

予定） 

   ○国におけるリチウムイオン電池に関する安全対策のあり方の検討の結果を踏まえつつ、地方にお

ける検討を行う。 

 

  【兵庫県】 

   ○兵庫県産業集積条例に基づく不動産取得税の不均一課税（平成14年4月施行） 

   ○たつの市工場立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除（平成18年4月施行） 

   ○上郡町企業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除（平成2年9月施行） 

 

  【神戸市】 

   ○「神戸起業ゾーンの設定及び当該ゾーンにおける支援措置に関する条例」（平成9年1月施行）（持

続的な成長が見込まれる産業分野に関する企業を集積するための不均一課税の実施） 



国際戦略総合特区計画（関西イノベーション国際戦略総合特区）： 新旧対照表  

変更後 変更前 

 

62 
 

 

  【阪神港】 

   ○港湾コストの低減に繋がる措置（入港料、港湾施設使用料等の減額） 

    ・大阪港、神戸港など複数港寄りの外航船に対する入港料の半額減免（大阪府、兵庫県、大阪市、

神戸市）（平成19年度以降） 

    ・4万GT以上の大型コンテナ船に対して、入港料の減額（入港料の上限を4万GTに設定）（神戸市、

大阪市）（平成23年度以降） 

    ・外貿コンテナを扱う700総トン以上の内航コンテナ船の入港料・岸壁使用料について免除（神

戸市、大阪市）（平成23年度以降） 

    ・兵庫県管理港湾の公共埠頭と阪神港（神戸港・大阪港）との間でコンテナ貨物輸送（空コンテ

ナを含む）を行う船舶（700総トン以上）に対して入港料を減免（姫路港、尼崎西宮芦屋港、

東播磨港）（兵庫県）（平成23年度以降） 

    ・内航フィーダー貨物を扱う公共ガントリークレーン使用料の50％減額（神戸市）（平成10年度

以降） 

    ・外貿トランシップ貨物を扱う公共ガントリークレーン使用料の50％減額（大阪市）（平成15年

度以降） 

    ・内航コンテナ貨物を扱うガントリークレーン使用料の50％減額（姫路港）（兵庫県）（平成23

年度以降） 

    ・コンテナ取扱量が前年比10％以上増加した場合、増加分に伴うガントリークレーン使用料の

50％減額（大阪市）（平成15年度以降） 

    ・新規コンテナ定期航路を開設した場合の岸壁使用料、ガントリークレーン、荷捌用地等につい

て半額を免除（堺泉北港）（大阪府）（平成15年度以降） 

    ・公共の上屋、埠頭用地の港湾施設使用料の減額(神戸市）（平成15年度以降） 

    ・1年間に一定回数以上ひき船を使用した場合の船社に対する一定の段階料率による減額（大阪

 

  【阪神港】 

   ○港湾コストの低減に繋がる措置（入港料、港湾施設使用料等の減額） 

    ・大阪港、神戸港など複数港寄りの外航船に対する入港料の半額減免（大阪府、兵庫県、大阪市、

神戸市）（平成19年度以降） 

    ・4万GT以上の大型コンテナ船に対して、入港料の減額（入港料の上限を4万GTに設定）（神戸市、

大阪市）（平成23年度以降） 

    ・外貿コンテナを扱う700総トン以上の内航コンテナ船の入港料・岸壁使用料について免除（神戸

市、大阪市）（平成23年度以降） 

    ・兵庫県管理港湾の公共埠頭と阪神港（神戸港・大阪港）との間でコンテナ貨物輸送（空コンテ

ナを含む）を行う船舶（700総トン以上）に対して入港料を減免（姫路港、尼崎西宮芦屋港、

東播磨港）（兵庫県）（平成23年度以降） 

    ・内航フィーダー貨物を扱う公共ガントリークレーン使用料の50％減額（神戸市）（平成10年度

以降） 

    ・外貿トランシップ貨物を扱う公共ガントリークレーン使用料の50％減額（大阪市）（平成15年

度以降） 

    ・内航コンテナ貨物を扱うガントリークレーン使用料の50％減額（姫路港）（兵庫県）（平成23

年度以降） 

    ・コンテナ取扱量が前年比10％以上増加した場合、増加分に伴うガントリークレーン使用料の50％

減額（大阪市）（平成15年度以降） 

    ・新規コンテナ定期航路を開設した場合の岸壁使用料、ガントリークレーン、荷捌用地等につい

て半額を免除（堺泉北港）（大阪府）（平成15年度以降） 

    ・公共の上屋、埠頭用地の港湾施設使用料の減額(神戸市）（平成15年度以降） 

    ・1年間に一定回数以上ひき船を使用した場合の船社に対する一定の段階料率による減額（大阪市）
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市）（平成15年度以降） 

    ・ポートアイランドと六甲アイランドを結ぶハーバーハイウェイ等臨港高架道路の通行 料減額

（3回に渡る減額措置を実施）（神戸市）（平成10年度以降、平成13年度以降、平成15度以降） 

   ○創荷に繋がる支援措置（臨海部への進出企業に対するインセンティブ等） 

     

 

 

 

    ・物流関連企業集積のための港湾関連用地賃貸料の減額（3回に渡る減額措置を実施）（神戸市）

（平成9年度以降、平成13年度以降、平成14年度以降） 

    ・港湾関連用地への進出企業について、港湾運送事業の免許、倉庫業の許可等を持つ企業に限定

していたが、海上貨物の取扱見込みが50％以上の企業にも拡大（神戸市）（平成9年度以降、

平成13年度以降、平成14年度以降） 

    ・「産業集積条例」に基づき、指定するエリアに進出する企業に対して、税の軽減や新規地元雇

用者に対する助成金の支給、低利融資などを受けられる産業立地促進制度を創設（兵庫県） 

    ・産業集積促進に係る条例や企業立地促進条例に基づき、対象地域に進出する企業に対して、工

場、研究所等に係る不動産取得税の軽減措置や施設の立地に必要な融資、補助金の支給などを

受けられる企業立地促進優遇制度を創設（大阪府）（平成19年度以降） 

 

３．地方公共団体等における体制の強化 

 

  【共通】 

   ○関西バイオ推進会議（平成13年8月設置／46名） 

   ○広域連合特区推進室（平成24年５月設置／20名） 

（平成15年度以降） 

    ・ポートアイランドと六甲アイランドを結ぶハーバーハイウェイ等臨港高架道路の通行 料減額

（3回に渡る減額措置を実施）（神戸市）（平成10年度以降、平成13年度以降、平成15度以降） 

   ○創荷に繋がる支援措置（臨海部への進出企業に対するインセンティブ等） 

    ・咲洲コスモスクエア地区内の市有地を新たに購入し、本市が定める特定産業分野（※）の事業所

を整備する事業者に対して、用地取得費の一部を助成する制度を創設（大阪市） 

※特定産業分野：医療・福祉、生活文化、情報通信、環境、人材、バイオ・ナノテクノ

ロジー、ロボットテクノロジー及び国際交流・交易の関連分野 

    ・物流関連企業集積のための港湾関連用地賃貸料の減額（3回に渡る減額措置を実施）（神戸市）

（平成9年度以降、平成13年度以降、平成14年度以降） 

    ・港湾関連用地への進出企業について、港湾運送事業の免許、倉庫業の許可等を持つ企業に限定

していたが、海上貨物の取扱見込みが50％以上の企業にも拡大（神戸市）（平成9年度以降、平

成13年度以降、平成14年度以降） 

    ・「産業集積条例」に基づき、指定するエリアに進出する企業に対して、税の軽減や新規地元雇

用者に対する助成金の支給、低利融資などを受けられる産業立地促進制度を創設（兵庫県） 

    ・産業集積促進に係る条例や企業立地促進条例に基づき、対象地域に進出する企業に対して、工

場、研究所等に係る不動産取得税の軽減措置や施設の立地に必要な融資、補助金の支給などを

受けられる企業立地促進優遇制度を創設（大阪府）（平成19年度以降） 

 

３．地方公共団体等における体制の強化 

 

  【共通】 

   ○関西バイオ推進会議（平成13年8月設置／46名） 
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【京都府】 

   ○京都府政策企画部文化学術研究都市推進室（本庁）とは別に、けいはんなオフィスを設置（平成

22年５月） 

   ○けいはんな次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト推進協議会を設置（平成22年9月） 

   ○総合特区推進に向けた体制整備として、政策企画部文化学術研究都市推進室（本庁）に１名専任

者を増員するとともに、地区協議会の事務局となる（財）関西文化学術研究都市推進機構にも総

合特区の担当職員を２名配置（平成23年4月） 

   ○総合特区の地域指定を受け、総合特区の推進体制を強化するため、政策企画部文化学術研究都市

推進室（本庁）に１名専任者を増員するとともに、けいはんなオフィスでの事業実施を推進する

ため、１名増員（平成24年4月） 

   

【京都市】 

   ○京都市医工薬産学公連携支援オフィス（平成22年4月設置） 

   ○京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」京都バイオ計測センター（平成23年７月設置） 

 

  【大阪府】 

   ○政策企画部・商工労働部（咲洲庁舎）等関係部局で組織横断的に対応 

   ○大阪市・大阪府による「夢洲・咲洲地区活性化共同チーム」を設置（平成22年７月） 

   ○大阪バイオ戦略推進会議（平成20年9月設置／構成10機関） 

   ○府立産業技術総合研究所に新エネルギー技術開発支援チームを設置（平成23.4に人員19名で発

足） 

   ○バッテリー戦略研究センターを設置（平成24年７月） 

  

 

 

 

  【京都府】 

   ○京都府政策企画部文化学術研究都市推進室（本庁）とは別に、けいはんなオフィスを設置（平成

22年５月） 

   ○けいはんな次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト推進協議会を設置（平成22年9月） 

   ○総合特区推進に向けた体制整備として、本庁に１名専任者を増員するとともに、地区協議会の事

務局となる（財）関西文化学術研究都市推進機構にも総合特区の担当職員を２名配置し、推進体

制を強化したところである。 

 

 

 

 

  【京都市】 

   ○京都市医工薬産学公連携支援オフィス（平成22年4月設置） 

   ○京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」京都バイオ計測センター（平成23年７月設置） 

 

  【大阪府】 

   ○政策企画部・商工労働部（咲洲庁舎）等関係部局で組織横断的に対応 

   ○大阪市・大阪府による「夢洲・咲洲地区活性化共同チーム」を設置（平成22年７月） 

   ○大阪バイオ戦略推進会議（平成20年9月設置／構成10機関） 

   ○府立産業技術総合研究所に新エネルギー技術開発支援チームを設置（平成23.4 人員19名） 
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 【大阪市】 

   ○大阪駅周辺地区におけるグローバルイノベーション創出拠点の形成に向け、大阪市の科学技術振

興担当の体制強化（平成23年度より、担当部長を筆頭とする14名体制） 

   ○成長産業分野へ挑戦する中小企業を総合的に支援するため、大阪市の事業グループの体制強化

（平成23年度：局長級を筆頭とする16名体制） 

   ○次世代ロボットテクノロジー(RT)産業創出を目的とした「ロボットラボラトリー」を開設し （平

成16年11月）、ＲＴ関連企業ネットワーク「RooBO」(会員数約450名)を中心に企業間連携を促進。 

   ○大阪市・大阪府・経済団体のトップからなる『夢洲・咲洲地区まちづくり協議会』を設置（平成

21年９月） 

   ○大阪市・大阪府・経済団体で構成される「夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム」を設置（平成

21年10月） 

   ○大阪市に局横断的組織「夢洲・咲洲地区活性化担当」を設置（平成22年４月） 

   ○大阪市・大阪府による「夢洲・咲洲地区活性化共同チーム」を設置（平成22年７月） 

   〇「夢洲・咲洲地区活性化共同チーム」の体制強化（平成24年度より、局長級を筆頭とする7名体

制） 

○コスモスクエア地区に本社機能等を有する立地企業・大学・大阪市・大阪府で構成される、咲洲

地区活性化協議会を設立（平成23年1月） 

   ○都市エネルギー問題に関しての施策を総合的に推進するため、「エネルギー政策室」を設置（平

成23年７月） 

 

  【兵庫県】 

   ○放射光の産業利用を推進するため、兵庫県ビームラインと企業の利用・研究を支援する兵庫県放

射光ナノテク研究所を整備（平成20年1月）。県立大学においても中型放射光施設ニュースバル

を整備（平成12年利用開始）。 

【大阪市】 

   ○(仮称)大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジの開設に向け、大阪市の科学技術振興担当の

体制強化（平成23年度：担当部長を筆頭とする14名体制） 

   ○成長産業分野へ挑戦する中小企業を総合的に支援するため、大阪市の事業グループの体制強化（平

成23年度：局長級を筆頭とする16名体制） 

   ○次世代ロボットテクノロジー(RT)産業創出を目的とした「ロボットラボラトリー」を開設し （平

成16年11月）、ＲＴ関連企業ネットワーク「RooBO」(会員数約450名)を中心に企業間連携を促進。 

   ○大阪市・大阪府・経済団体のトップからなる『夢洲・咲洲地区まちづくり協議会』を設置（平成

21年９月） 

   ○大阪市・大阪府・経済団体で構成される「夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム」を設置（平成

21年10月） 

   ○大阪市に局横断的組織「夢洲・咲洲地区活性化担当」を設置（平成22年４月） 

   ○大阪市・大阪府による「夢洲・咲洲地区活性化共同チーム」を設置（平成22年７月） 

    

 

○コスモスクエア地区に本社機能等を有する立地企業・大学・大阪市・大阪府で構成される、咲洲

地区活性化協議会を設立（平成23年1月） 

   ○都市エネルギー問題に関しての施策を総合的に推進するため、「エネルギー政策室」を設定（平

成23年７月） 

 

  【兵庫県】 

   ○放射光の産業利用を推進するため、兵庫県ビームラインと企業の利用・研究を支援する兵庫県放

射光ナノテク研究所を整備（平成20年1月）。兵庫県放射光ナノテク研究所の研究員２名が神戸大

学客員教授及び准教授に就任（平成22年4月）。県立大学においても中型放射光施設ニュースバル
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   ○産業界のスパコン利用支援施設である高度計算科学研究支援センターの整備、兵庫県立大学大学

院シミュレーション学研究科の整備。 

   ○兵庫県と神戸大学での包括連携協定の締結（平成22年8月）。兵庫県放射光ナノテク研究所と連

携した研究拠点となる神戸大学応用構造科学産学連携推進センターの整備。兵庫県の職員１名及

び兵庫県放射光ナノテク研究所の研究員２名が神戸大学客員教授及び准教授に就任（平成22年4

月）。 

 

【神戸市】 

 ○企業誘致の取組みを強化するため、神戸市産業振興局とみなと総局の関連部署を一体化して「エ

ンタープライズ・プロモーション・ビューロー（企業誘致推進本部）」を設置（平成17年度～、

人員約40名） 

○医療産業都市の推進体制を強化するため、神戸市企画調整局に「医療産業都市推進本部」を設

置（平成24年度、人員約20名） 

   

【関西国際空港】 

   ○事業推進のための「関西国際空港地域拠点協議会」を設置済（平成23年9月8日） 

事務局は大阪府空港戦略室と関西国際空港（株）が共同で運営 

構成団体：関西経済連合会、大阪医薬品協会、大日本住友製薬（株）、塩野義製薬（株）、 

     日本イーライリリー（株）、関西国際空港（株）、ＣＫＴＳ（株）、大阪府 

※その他企業等は随時参画予定 

    同日付で同協議会に「医薬品等輸出入手続きの電子化検討作業部会」を設置（平成23年9月8日） 

（設置後開催経過） 

・平成23年11月 8日 第1回「医薬品等輸出入手続きの電子化検討作業部会」開催 

・平成24年 1月30日  第1回「関西国際空港地域拠点協議会」及び第2回「医薬品等輸出入手続

を整備（平成12年利用開始）。 

   ○産業界のスパコン利用支援施設である高度計算科学研究支援センターの整備、兵庫県立大学大学

院シミュレーション学研究科の整備。 

   ○兵庫県と神戸大学での包括連携協定の締結（平成22年8月）。兵庫県放射光ナノテク研究所と連携

した研究拠点となる神戸大学応用構造科学産学連携推進センターの整備。 

 

 

【神戸市】 

 ○企業誘致の取組みを強化するため、神戸市産業振興局とみなと総局の関連部署を一体化して「エ

ンタープライズ・プロモーション・ビューロー（企業誘致推進本部）」を設置（平成17年度～、

人員約40名） 

○医療産業都市の推進体制を強化するため、神戸市企画調整局に「医療産業都市推進本部」を設

置（平成23年度、人員約20名） 

   

【関西国際空港】 

   ○事業推進のための「関西国際空港地域拠点協議会」を設置済（平成23年9月8日） 

事務局は大阪府空港戦略室と関西国際空港（株）が共同で運営 

構成団体：関西経済連合会、大阪医薬品協会、大日本住友製薬（株）、塩野義製薬（株）、 

     日本イーライリリー（株）、関西国際空港（株）、ＣＫＴＳ（株）、大阪府 

※その他企業等は随時参画予定 

    同日付で同協議会に「医薬品等輸出入手続きの電子化検討作業部会」を設置（平成23年9月8日） 

（設置後開催経過） 

・平成23年11月 8日 第1回「医薬品等輸出入手続きの電子化検討作業部会」開催 

・平成24年 1月30日  第1回「関西国際空港地域拠点協議会」及び第2回「医薬品等輸出入手続
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きの電子化検討作業部会」開催 

・平成24年 2月 6日 「クールチェーンの強化とガイドライン化検討作業部会」（仮称）の設

置に向けた準備会開催 

 

  【阪神港】 

   ○「阪神港国際コンテナ戦略港湾推進事務局（準備室）」を設立（平成22年11月設置）し、平成23

年度より事務局として本格的に稼動（平成23年4月設置）（神戸市、大阪市） 

   ○物流拠点の基本的なあり方と方向性及び企業進出のための条件やインセンティブ制度について

検討を行う「夢洲産業・物流ゾーン推進会議」を設置（平成23年4月設置）（大阪市） 

   ○平成22年2月に、関西経済連合会、大阪商工会議所、神戸商工会議所及び連携港湾の管理者から

なる「阪神港国際コンテナ戦略港湾促進協議会」を設立し、国に対して必要な要望等を行ってき

た。 

   ○国、神戸市、大阪市、神戸港埠頭（株）、大阪港埠頭（株）で構成する「国際戦略港湾運営効率

化協議会（準備会）」を開催するなど、阪神港一体となった取組みを進めている。 

   ○「阪神港国際コンテナ戦略港湾総合特区拠点協議会」を設置（H23．9） 

事務局：神戸市みなと総局、大阪市港湾局 

構成団体：神戸市、大阪市、兵庫県、大阪府、神戸港埠頭（株）、大阪港埠頭（株）、兵庫

県港運協会、大阪港運協会、内航フィーダー協議会、関西経済連合会、大阪商工会議所 

 

４．その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

 

  【大阪府】 

   ○医薬品・医療機器事前相談事業：ＰＭＤＡにおける医薬品及び医療機器に係る有料相談の効率

化・迅速化を図るため、製薬企業ＯＢや医療機器企業ＯＢ等で構成する登録専門相談員により、

きの電子化検討作業部会」開催 

・平成24年 2月 6日 「クールチェーンの強化とガイドライン化検討作業部会」（仮称）の設

置に向けた準備会開催 

 

  【阪神港】 

   ○「阪神港国際コンテナ戦略港湾推進事務局（準備室）」を設立（平成22年11月設置）し、平成23

年度より事務局として本格的に稼動（平成23年4月設置）（神戸市、大阪市） 

   ○物流拠点の基本的なあり方と方向性及び企業進出のための条件やインセンティブ制度について検

討を行う「夢洲産業・物流ゾーン推進会議」を設置（平成22年4月設置）（大阪市） 

   ○平成22年2月に、関西経済連合会、大阪商工会議所、神戸商工会議所及び連携港湾の管理者からな

る「阪神港国際コンテナ戦略港湾促進協議会」を設立し、国に対して必要な要望等を行ってきた。 

   ○国、神戸市、大阪市、神戸港埠頭（株）、大阪港埠頭（株）で構成する「国際戦略港湾運営効率化

協議会（準備会）」を開催するなど、阪神港一体となった取組みを進めている。 

   ○「阪神港国際コンテナ戦略港湾総合特区拠点協議会」を設置（H23．9） 

事務局：神戸市みなと総局、大阪市港湾局 

構成団体：神戸市、大阪市、兵庫県、大阪府、神戸港埠頭（株）、大阪港埠頭（株）、兵庫県

港運協会、大阪港運協会、内航フィーダー協議会、関西経済連合会、大阪商工会議所 

 

 

４．その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

 

  【大阪府】 

   ○医薬品・医療機器事前相談事業：ＰＭＤＡにおける医薬品及び医療機器に係る有料相談の効率化・

迅速化を図るため、製薬企業ＯＢや医療機器企業ＯＢ等で構成する登録専門相談員により、相談
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相談事業やバイオ医薬品に関するコンサルティングを実施する。 

   ○シンポジウム、人材育成セミナー：ＰＭＤＡ誘致に向けたシンポジウム、大阪大学や国立循環器

病研究センター等の研究機関との連携による人材育成のためのセミナー、ホウ素中性子捕捉療法

（ＢＮＣＴ）の普及のためのシンポジウムや人材育成を実施する。 

   ○中央治験審査委員会設置準備事業：再生医療やがん治療薬など難易度の高い治験を対象とした中

央治験審査委員会を設置し、治験手続きの統一化、専門家による高度な判断を一元化することで、

治験の迅速化を図り、新薬・医療機器の研究開発、産業化を推進する。 

○患者動向調査事業：治験センターの創設に向けて、治験における被験者確保のためのシステム構

築に向けた患者動向等に関する調査を実施する。 

   ○医療介護ロボット・医療機器分野参入意向調査事業：ものづくり中小企業等を対象とした医療・

福祉分野への参入意向調査を実施する。 

   ○夢洲・咲洲における再生可能エネルギーの効率利用に関する調査：経済産業省「平成23年度スマー

トコミュニティ構想普及支援事業」において、大阪市、関西電力、明電舎と協力して、災害時利用も視野

に入れた、電動バスや電動パッカー車にも搭載する電力需給対応カセット式バッテリーの開発に向けた

実証のFS調査を行った。 

    ○茨木市スマートコミュニティプロジェクト： 太田東芝町１／城の前町２の区域は、（株）東芝が

地権者であり、自社を中心としてスマートコミュニティの実現をめざして積極的に取り組んでい

る。インフラの構築のみで終わらず、持続的な事業性の確立をめざしてその運用にも関与してい

く。また、本プロジェクトについて同社と地元自治体である茨木市は定期的に意見交換を実施し

ている。 

   ○ホウ素中性子補足療法（ＢＮＣＴ）の推進に係る措置として、熊取町が京都大学原子炉実験所に

おける専門人材の育成やＢＮＣＴの普及啓発を支援する。 

 

  【大阪市】 

事業やバイオ医薬品に関するコンサルティングを実施する。 

   ○シンポジウム、人材育成セミナー：ＰＭＤＡ誘致に向けたシンポジウム、大阪大学や国立循環器

病研究センター等の研究機関との連携による人材育成のためのセミナー、ホウ素中性子捕捉療法

（ＢＮＣＴ）の普及のためのシンポジウムや人材育成を実施する。 

    

 

 

○患者動向調査事業：治験センターの創設に向けて、治験における被験者確保のためのシステム構築

に向けた患者動向等に関する調査を実施する。 

   ○医療介護ロボット・医療機器分野参入意向調査事業：ものづくり中小企業等を対象とした医療・

福祉分野への参入意向調査を実施する。 

   ○夢洲・咲洲における再生可能エネルギーの効率利用に関する調査：経済産業省「平成23年度スマー

トコミュニティ構想普及支援事業」において、大阪市、関西電力、明電舎と協力して提案中であり、平成23

年度は、災害時利用も視野に入れた、電動バスや電動パッカー車にも搭載する電力需給対応カセット式

バッテリーの開発に向けた実証のFS調査を行っていくこととしている。 

    ○茨木市スマートコミュニティプロジェクト： 太田東芝町１／城の前町２の区域は、（株）東芝が

地権者であり、自社を中心としてスマートコミュニティの実現をめざして積極的に取り組んでい

る。インフラの構築のみで終わらず、持続的な事業性の確立をめざしてその運用にも関与してい

く。また、本プロジェクトについて同社と地元自治体である茨木市は定期的に意見交換を実施し

ている。 

   ○ホウ素中性子補足療法（ＢＮＣＴ）の推進に係る措置として、熊取町が京都大学原子炉実験所に

おける専門人材の育成やＢＮＣＴの普及啓発を支援する。 

 

  【大阪市】 
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   ○平成 16年４月 13日の都市再生本部において決定された都市再生プロジェクト「大阪圏における

生活支援ロボット産業拠点の形成」を推進するため、内閣官房地域活性化統合事務局次長を座長

に、推進協議会を組織し、関西経済連合会が事務局を運営(平成 16年度設置)。 

   ○イノベーションを創出する事業について、民間企業 12 社で構成する（株）ナレッジ・キャピタ

ル・マネジメント(平成 21年４月１日設立)がナレッジキャピタル事業を推進。 

   ○（株）サンブリッジグローバルベンチャーズ、(公財)都市活力研究所等により、国内ベンチャー

企業の創設や海外進出支援等を行うグローバル・ベンチャー・ハビタット事業を推進(平成 23年

１月に開業)。 

   ○臨海部の市所有施設や公共施設等を実証実験の場として提供（夢洲１区に民間企業と共同で、メ

ガソーラーを設置予定等） 

   ○交通アクセスの向上に向け、平成 25年度に咲洲トンネルの無料化を予定（現行：普通車 100円、

大型車 400円） 

   ○ＭＩＣＥ機能を最大限に発揮するために、地区内の歩車分離による歩行者のより一層の安全性

と、地区内の回遊性を確保とする観点からペデストリアンデッキの整備を立地企業と自治体とで

推進。 

   ○国におけるリチウムイオン電池に関する安全対策のあり方の検討の結果を踏まえつつ、地方にお

ける検討を行う。 

 

  【兵庫県】 

   ○スーパーコンピュータの産業界の利活用を促進するために、民間企業を中心に「次世代スーパ

ーコンピュータ利用推進協議会」（会長：大橋忠晴（川崎重工業(株)取締役会長）、会員：71社・

団体、事務局：（財）計算科学振興財団、設立：平成 20年 4月）を設置 

   ○SPring-8放射光の産業利用を促進するために、ユーザー民間企業による「SPring-8利用推進協議

会」（会長：川上哲郎（住友電気工業(株)名誉顧問、会員：90 社・団体、事務局：（公財）高

   ○平成 16年４月 13日の都市再生本部において決定された都市再生プロジェクト「大阪圏における

生活支援ロボット産業拠点の形成」を推進するため、内閣官房地域活性化統合事務局次長を座長

に、推進協議会を組織し、関西経済連合会が事務局を運営(平成 16年度設置)。 

   ○イノベーションを創出する事業について、民間企業 12社で構成する（株）ナレッジ・キャピタル・

マネジメント(平成 21年４月１日設立)がナレッジキャピタル事業を推進。 

   ○（株）サンブリッジ、(財)都市活力研究所等により、国内ベンチャー企業の創設や海外進出支援

等を行うグローバル・ベンチャー・ハビタット事業を推進(平成 23年１月に開業)。 

   

 ○臨海部の市所有施設や公共施設等を実証実験の場として提供（夢洲１区に民間企業と共同で、メガ

ソーラーを設置予定等） 

   ○交通アクセスの向上に向け、平成 25年度に咲洲トンネルの無料化を予定（現行：普通車 100円、

大型車 400円） 

   ○ＭＩＣＥ機能を最大限に発揮するために、地区内の歩車分離による歩行者のより一層の安全性と、

地区内の回遊性を確保とする観点からペデストリアンデッキの整備を立地企業と自治体とで推

進。 

   ○国におけるリチウムイオン電池に関する安全対策のあり方の検討の結果を踏まえつつ、地方にお

ける検討を行う。 

 

  【兵庫県】 

   ○スーパーコンピュータの産業界の利活用を促進するために、民間企業を中心に「次世代スーパー

コンピュータ利用推進協議会」（会長：大橋忠晴（川崎重工業(株)取締役会長）、会員：61社・

団体、事務局：（財）計算科学振興財団、設立：平成 20年 4月）を設置。 

   ○SPring-8放射光の産業利用を促進するために、ユーザー民間企業による「SPring-8利用推進協議

会」（会長：川上哲郎（住友電気工業(株)名誉顧問、会員：90社・団体、事務局：（財）高輝度
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輝度光科学研究センター、設立：平成2年9月）を設置 

  

 【神戸市】 

   ○（財）先端医療振興財団クラスター推進センターに専門人材を配置し、市内中小企業及びポート

アイランド進出企業に対する事業化支援、人材育成、情報発信・国際連携等の事業を実施。また

先端医療センター内に「医療機器サポートプラザ」を設置し、薬事法等の医療機器開発にかかる

相談業務を実施（平成17年度～） 

○ 特区内で開発される再生医療・医療機器等について、PMDA勤務経験者等を活用した治験・薬

事承認申請に関する事前相談や事業化戦略等に関する相談を実施（平成24年度～） 

  

  【阪神港】 

   ○公社ターミナルのリース料3割低減（神戸市）（平成14年度以降） 

   ○前年と比較して、外貿コンテナ取扱個数増加分に対して、リース料の軽減措置（神戸港埠頭公社

〈当時〉）（平成14年度以降） 

○大阪港、神戸港の両埠頭公社の株式会社の準備会社を設立（平成 22年 10月）し、平成 23年 4月

より株式会社化 

 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ＜＜イメージング技術を活用した創薬の高効率化＞＞別紙１－２関係 

名称 株式会社 ナード研究所 

住所 

 

〒660-0805 

 兵庫県尼崎市西長洲町２丁目６番１号 

TEL：06-6482-7010 

光科学研究センター、設立：平成 2年 9月）を設置。 

 

  【神戸市】 

   ○（財）先端医療振興財団クラスター推進センターに専門人材を配置し、市内中小企業及びポート

アイランド進出企業に対する事業化支援、人材育成、情報発信・国際連携等の事業を実施。また

先端医療センター内に「医療機器サポートプラザ」を設置し、薬事法等の医療機器開発にかかる

相談業務を実施（平成17年度～） 

○ 特区内で開発される再生医療・医療機器等について、PMDA勤務経験者等を活用した治験・薬事

承認申請に関する事前相談や事業化戦略等に関する相談を実施（平成24年度～） 

  

  【阪神港】 

   ○公社ターミナルのリース料3割低減（神戸市）（平成14年度以降） 

   ○前年と比較して、外貿コンテナ取扱個数増加分に対して、リース料の軽減措置（神戸港埠頭公社

〈当時〉）（平成14年度以降） 

   ○大阪港、神戸港の両埠頭公社の株式会社の準備会社を設立（平成 22年 10月）し、平成 23年 4月

より株式会社化 
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概要 

 

 

 

 

 

 

 

設  立：昭和４７年３月１４日 
業  種：化学受託合成・受託研究 
資 本 金：１０，０１８万円 
従 業 員：１０９名 
事業所：尼崎本社 
     神戸研究所 神戸市中央区港島６丁目７番４号 
                 神戸健康産業開発センター 内 

（平成２４年１２月に神戸市中央区港島南町５丁目４

番１号に新築移転） 
     東京営業所 東京都中央区日本橋２丁目９番１号 

㈱ナードケミカルズ 堺工場 堺市西区築港新町３丁６番３号       

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪SPring-８を活用した次世代省エネ材料開発・評価事業≫  
別紙１―２関係 

名称 Ａ社《企業名非公表》 

住所 

 

〒《非公表》 

  

TEL：《非公表》 
概要 

 

 

設  立：《非公表》 

業  種：《非公表》 
業務概要：《非公表》 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（次世代ワクチンの開発）≫ 
別紙１―２関係 

名称 一般財団法人 阪大微生物病研究会 

住所 

 

〒５６５-０８７１ 

大阪府吹田市山田丘３－１   

TEL：０６－６８７７－４８０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際戦略総合特区計画（関西イノベーション国際戦略総合特区）： 新旧対照表  

変更後 変更前 

 

72 
 

概要 

 

 

設  立：昭和９年６月６日 
業  種：学術・開発研究機関 
業務概要：微生物病等の予防、治療に関する研究・調査およびワクチン等の

供給。また、その学術研究の助成、奨励。 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る生産技術の確立）≫ 
別紙１―２関係 

名称 株式会社ジーンデザイン 
住所 （略） 

概要 
 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）≫ 

別紙１－２関係 

名称 ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社 

住所 ・事業所 

〒650-0047 

神戸市中央区港島南町 6丁目 7番 6号  

神戸ハイブリッドビジネスセンター（神戸医療産業都市内） 

・登記の本社 

〒604-0904 

京都市中京区新椹木町通竹屋町上る西革堂１７６番地 

（京都大学医学部キャンパス内に移転予定） 

概要 （略） 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）≫別紙１―２関係 

 

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（核酸医薬の製造に係る製造技術の確立）≫ 
別紙１―２関係 

名称 株式会社ジーンデザイン 
住所 （略） 

概要 
 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）≫ 

別紙１－２関係 

名称 ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社 

住所 ・事業所（3月頃設置を計画） 

〒650-0047 

神戸市中央区港島南町 6丁目 7番 6号  

神戸ハイブリッドビジネスセンター（神戸医療産業都市内） 

・登記の本社 

〒604-0904 

京都市中京区新椹木町通竹屋町上る西革堂１７６番地 

（京都大学医学部キャンパス内に移転予定） 

概要 （略） 
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名称 a) 株式会社カン研究所 
b) 鹿島リース株式会社 

c) 日立キャピタル株式会社 
住所 

 

a) 〒650-0047 

兵庫県神戸市中央区港島南町６－７－３ 神戸 MI R&Dセンター３階 

TEL：078-306-5910（代表） 

b) 〒107-0051 

東京都港区元赤坂１－１－５ 

TEL：03-5474-9210（代表） 

c) 〒105-0003 

東京都港区西新橋２－１５－１２ 日立愛宕別館 

TEL：03-3503-2111（代表） 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 設  立：平成９年４月２５日 

業  種：医薬品に関する研究開発 

業務概要：医薬品に関する研究開発 

その他適切な一切の業務 

b) 設  立：昭和５９年１月２０日 

業  種：金融業 

業務概要： 

①工作機械、電気機器、事務用機器、精密機器、医療機器、自動車

及びその他輸送用機器、無体財産権等のリース、賃貸借及び売買 

②不動産及びこれに付帯する設備機器の売買、賃貸借、仲介等の業

務 

③金銭貸付、債権買取、割賦販売等の金融業務 

④企業経営、投資計画等に関するコンサルティング業務 

⑤建設プロジェクトに関する企画、設計、監理及び請負 

⑥教育、スポーツ、娯楽施設等の経営 

⑦前各号に付帯関連する一切の業務 

c) 設  立：昭和２５年１２月８日 

業  種：総合リース業 

業務概要：総合リース業 

その他適切な一切の業務 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 
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対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発≫別紙１―２関係 

名称 千寿製薬株式会社 

住所 

 

〒541-0046 

 大阪府大阪市中央区平野町二丁目５番８号 

TEL：06-6201-2512 
概要 

 

 

設  立：昭和 22年４月 
業  種：医薬品の製造及び販売 
業務概要： 
医療用眼科剤の研究開発（医療用、一般医用薬品と様々な疾患用途に応じた

点眼剤の研究）、製造及び販売。 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確

立）≫別紙１―２関係 
名称 株式会社ペプチド研究所 

住所 

 

〒562－8686 

 大阪府箕面市稲 4丁目 1番 2号 

TEL：072－729－4121 
概要 

 

 

 

 

設  立：昭和５２年４月２７日 
業  種：化学工業（医薬品製造業） 
業務概要： 
１ ペプチド、蛋白質、糖関連化学薬品の製造及び販売 
２ ペプチド、蛋白質、糖関連医薬品の製造及び販売 
３ ペプチド、蛋白質、糖関連の研究及び開発 
４ 劇物、毒物の製造及び販売 
５ 前記各号に関する輸出入業務 
６ 前記各号に付帯する一切の業務 

 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の確

立）≫別紙１―５関係 

これまでの調整状況 平成 24年 5月  株式会社ペプチド研究所と事業の推進に向けた意見
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交換を実施。 

特定する方法 株式会社ペプチド研究所において、金融機関との協議を経て特定する。 

今後の予定  平成 24年 ６月   融資先金融金貨を特定 

９月   事業着手（主体による貸付） 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（PET 薬剤の臨床適用を迅速かつ効率的に
実施するための措置≫別紙１―２関係 

これまでの調整状況 平成 24年 3月 国内で PET薬剤の供給を行う事業者と意見交換を
実施。（以降、数度にわたり、意見交換を実施） 

特定する方法 PET薬剤研究製造施設整備のための事業体を設立予定。 

今後の予定 平成 24年 12月 PET薬剤研究製造施設整備のための事業体を設立 
平成 25年 3月 彩都（大阪府茨木市）において、建築作業着手 
平成 26年 4月 完成 
（いずれも想定） 
 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進（ロボットテク

ノロジーを核とした、医工・看工連携による高齢化社会対応機器・

サービスの開発・実証＞＞ 
別紙１－２関係 

これまでの調整状況 平成 22 年 10 月 大阪大学臨床医工学融合研究教育センター内で、

「ナレッジキャピタル」内に開設予定であった

ロボシティコアの企画・運営を行う組織として、

ワーキンググループを発足。 

平成 24年 5月  淀川キリスト教病院、㈱KMO等が中心となり、ナ

レッジキャピタルの一部施設を運営する主体の

検討を開始（一般社団法人の設立も検討）。 

特定する方法 一般社団法人の設立又は上記関係団体の連携により事業を実施する

予定。 
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今後の予定 平成 24年 5月   一般社団法人の設立に向けた検討開始 

平成 24年 8月頃  主体の特定（一般社団法人設立を含め検討） 

平成 24年度下半期  事業開始 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ＜＜診断・治療機器・医療介護ロボットの開発促進（ロボットテクノ

ロジーを核とした、医工・看工連携による高齢化社会対応機器・サー

ビスの開発・実証＞＞別紙１－５関係 
これまでの調整状況 平成 22 年 10 月   大阪大学臨床医工学融合研究教育センター内で，

「ナレッジキャピタル」内に開設予定であったロ

ボシティコアの企画・運営を行う組織として、ワ

ーキンググループを発足。 

平成 24年 5月  淀川キリスト教病院、㈱KMO等が中心となり、ナレ

ッジキャピタルの一部施設を運営する主体の検討

を開始（一般社団法人の設立も検討）。 

特定する方法 一般社団法人の設立又は上記関係団体の連携により事業を実施する

予定。 

対象事業の主体の特定に伴い、利子補給金の支給を受ける主体も特

定する見込み。 

今後の予定 平成 24年 5月   対象事業の主体について検討開始 

平成 24年 8月頃  貸付主体の特定 

（対象事業の主体の特定により特定）   

平成 24年度下半期 事業着手（主体による貸付） 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化 
（再生医療・細胞治療の実用化促進）≫別紙 1―2関係 

名称 株式会社ベネシス 

住所 

 

〒541-8505 大阪市中央区北浜 2-6-18 
TEL：06-6227-6050 
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概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設  立：2002年 10月 1日 
業  種：医薬品製造販売業 
業務概要： 
・各種医薬品の製造販売 
 
なお、2012年 10月 1日に日本赤十字社の血漿分画事業部門と事業統合し、
「一般社団法人 日本血液製剤機構」を設立する。 

 
（参考）新法人の概要 
法 人 名：一般社団法人 日本血液製剤機構 

（Japan Blood Products Organization） 
本社所在地：東京都港区浜松町二丁目４番１号 世界貿易センタービル 
      ディング 7階 
事業開始日：平成 24年 10月 1日（予定） 
代 表 理 事：理 事 長 上田 英彦  

※現 日本赤十字社血液事業本部血液事業経営会議委員 
       副 理 事 長 秋山 裕治 ※現 株式会社ベネシス顧問 
従 業 員 数：約 900名 
売上高：約 370億円 ※現在の両社血漿分画製剤売上高合算（薬価ベース） 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向

けたコホート（疫学）研究・バイオマーカー研究の推進）≫ 
別紙１―２関係 

名称 株式会社エイアンドティー 
住所 (略) 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現に向

けたコホート（疫学）研究・バイオマーカー研究の推進）≫ 
別紙１―２関係 

名称 株式会社エイアンドティー 
住所 （略） 

概要 
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別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先制医療等の実現に向けた環境整備・研究開発促進（先制医療の実現

に向けたコホート（疫学）研究・バイオマーカー研究の推進、先制医療

に移行するための環境整備）≫別紙１－２関係 

名称 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 

住所 

 

〒533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路 2-9-26 

TEL：06（6322）2250（代表） 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 立 ：昭和３１年３月１２日 

業 種 ：医療機関 

業務概要：地域の中核病院として、周産期、救急・急性期、終末期に至

るまでの幅広い医療を提供している。また、国内初の血液型

不適合児に対する交換輸血の実施、関西発のホスピス開設な

ど、医療界において先駆的な活動に取り組んできた。 

【診療科目】 

内科（神経内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・脳血管内科・

腎臓内科・内分泌・免疫内科）、小児科、小児外科、外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、

産科・婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、

麻酔科、神経科、ホスピス（緩和ケア）、病理診断科、化学療法科 

【特別診療】  

母子センター（新生児集中治療・新生児交換輸血・母体合併症妊婦・低

体温療法）・リハビリテーションセンター（理学療法、作業療法、言語

療法）・内視鏡センター（上部下部消化管、超音波内視鏡、気管支ファ

イバー、肝・腎生検） 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ＜＜イノベーション創出事業＞＞別紙１－２関係 

名称 株式会社コングレ 

住所 〒533-0032 大阪府大阪市中央区淡路町 3-6-13 
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 コングレビルディング 

TEL：06（6322）2250（代表） 
概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 立 ：平成２年６月２５日 

業 種 ：サービス業 

業務概要：国際会議、展示会、イベント等の企画・運営・管理 

     コンベンション施設の管理及びコンベンション誘致 

     通訳者等の人材育成・人材派遣サービスの提供 

     通訳・翻訳サービスの提供 

     ＩＴシステムサービス 

     調査・コンサルティング 

 

※主な実績 

【国際会議・学会の企画、運営、誘致】 

北海道洞爺湖サミット首脳会議・関連閣僚会合、 G8サミット財務大

臣会合・環境大臣会合、国連防災世界会議、地球温暖化防止京都会

議（COP3）、日本医学会総会、第 14回国際免疫学会議 など 

【会議・文化施設の運営管理、指定管理者業務】 

名古屋国際会議場、長良川国際会議場、大阪歴史博物館、大阪市ビ

ジターズインフォメーションセンター、大阪城天守閣、六本木ヒル

ズ、上海環球金融中心 展望台、新江ノ島水族館、京都水族館、すみ

だ水族館、日本科学未来館、新潟県立自然科学館  など 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪イノベーション創出事業≫別紙１－２関係 

これまでの調整状況 平成 21年 4月 うめきた地区先行開発区域プロジェクトを進める

開発事業者１２社により、同区域の中核施設「ナレッジキャピ

タル」の企画・運営組織として株式会社ナレッジ・キャピタル・

マネジメント（以下「ＫＭＯ」という。）を設立。 
平成 22年 3月 うめきた地区先行開発区域の建築工事着工 
平成 24年 1月 ＫＭＯ及び開発事業者１２社が、ナレッジキャピ

タルの一部施設を運営する一般社団法人の設立検討を開始。 
特定する方法 ＫＭＯと設立予定の一般社団法人が分担して特定国際戦略事業

（ナレッジキャピタル内の各施設の整備・運営）を実施する予定で
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あり、ＫＭＯと設立後の一般社団法人との協議により、分担を決定

する。 
今後の予定 平成 24年 5月   ＫＭＯにおいて一般社団法人の設立準備 

平成 24年 6月頃  一般社団法人設立 
           ⇒主体の特定 
平成 24年度下半期  事業開始 
 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪国際的な医療サービスと医療交流の促進≫別紙１―２関係 
これまでの調整状況 （略） 
特定する方法 
今後の予定 
 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信≫ 

別紙１－２、別紙１－５関係 
 
【①神戸国際フロンティアメディカルセンター病院】 
（略） 
 
【②神戸低侵襲がん医療センター】 
（略） 
 
【③西記念ポートアイランドリハビリテーション病院】 

名称 医療法人 康雄会 

住所 

 

〒657-0037 

 兵庫県神戸市灘区備後町 3丁目 2番 18号 

TEL：078-821-4151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪国際的な医療サービスと医療交流の促進≫別紙１―２関係 
これまでの調整状況 (略) 
特定する方法 
今後の予定 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信≫ 

別紙１－２、別紙１－５関係 
 
【①神戸国際フロンティアメディカルセンター病院】 
（略） 
 
【②神戸低侵襲がん医療センター】 
（略） 
 
【③ポートアイランドリハビリテーション病院（仮称）】 

名称 医療法人 康雄会 

住所 

 

〒657-0037 

 兵庫県神戸市灘区備後町 3丁目 2番 18号 

TEL：078-821-4151 
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概要 

 

設  立：昭和 53年 4月 22日 

業  種：医療業 
業務概要：病院 

これまでの調整状況 平成 23年 8月 神戸市保健医療審議会病床整備検討部会が同病院に

80床を配分することを決定。 

今後の予定 平成 24年 6月  病院着工 

平成 25年 3月  病院完成 

平成 25年 4月  病院開院   

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際

市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 
名称 Ｂ社《企業名非公表》 
住所 （略） 

概要 
 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による

国際市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 
これまでの調整状況 （略） 

 
 

特定する方法 
今後の予定 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際

市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 
名称 Ｃ社《企業名非公表》 
住所 （略） 

概要 

概要 

 

設  立：昭和 53年 4月 22日 

業  種：医療業 
業務概要：病院 

これまでの調整状況 平成23年8月 神戸市保健医療審議会病床整備検討部会が同病院に

80床を配分することを決定。 

今後の予定 平成 24年 5月  病院着工 

平成 25年 3月  病院完成 

平成 25年 4月  病院開院   

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際

市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 
名称 Ａ社《企業名非公表》 
住所 （略） 

概要 

 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による

国際市場の獲得≫別紙１―２関係 
これまでの調整状況 （略） 

特定する方法 
今後の予定 
 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国際

市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 
名称 Ｂ社《企業名非公表》 
住所 （略） 

概要 
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別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国

際市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 

名称 株式会社エム・システム技研 

住所(本社) 

 

〒５５７-００６３ 

 大阪府西成区南津守５－２－５５ 

TEL：０６-６６５９-８２００ 

概要 設  立：昭和４７年４月 

業  種：産業用電子機器の製造・販売 

業務概要：計装用信号変換器、電子機器専用避雷器、遠隔測定・多重伝送・

自動制御用等の各種電子機器、その他ネットワーク計装用各種

電子機器の製造販売    

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果の早期実用化による国

際市場の獲得（けいはんな学研都市地区）≫別紙１―２関係 

名称 エレクセル株式会社 

住所 

 

〒６１９-０２３７ 

 京都府相楽郡精華町光台１丁目７番地 けいはんなプラザ ラボ棟 13階 

TEL：０７７４-９８-２６７３ 

概要 

 

設  立：平成１４年１１月７日 

業  種：リチウムイオン電池の製造・販売業 

業務概要：新規電池の研究開発、電池部材・素材の受託研究、開発用プロ

トタイプ電池の生産、マンガン系電池の製造販売 

 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 
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対象事業名 ≪クールチェーン強化とガイドライン化事業≫別紙１―２関係 
名称 関西国際空港（株）（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株））、

ＣＫＴＳ（株）、日航関西エアカーゴシステム（株）、ＡＮＡロジスティク

サービス（株） 
住所 
 

関西国際空港（株） 

〒５４９-８５０１ 

 大阪府泉佐野市泉州空港北 1番地 

TEL：０７２-４５５-２０３８ 

 

ＣＫＴＳ（株） 

〒５９８-００４７ 

 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地７ 

TEL：０７２-４６９-４９１５ 

 

日航関西エアカーゴシステム（株） 

〒５４９－００２１ 
 大阪府泉南市泉州空港南１番地 ＪＡＬＫＡＳ輸入貨物ビル 
TEL：０７２－４５５－３６６０ 

 

ＡＮＡロジスティクサービス（株） 

〒１４４－００４１ 
東京都大田区羽田空港１丁目６番６号第一綜合ビル５階 

TEL：０３－３７４７－９８５０ 

 

概要 
 
 
 
 
 
 

関西国際空港（株） 
設  立：昭和５９年１０月１日 
業  種：サービス業 
業務概要：空港運営事業 

商業事業 
鉄道事業 

  
ＣＫＴＳ（株） 

設  立：平成２年３月２９日 
業  種：サービス業 
業務概要：旅客ハンドリング業務 

輸出貨物・郵便物取扱い、輸出上屋運営業務 

対象事業名 ≪クールチェーン強化とガイドライン化事業≫別紙１―２関係 
名称 関西国際空港（株）（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株））、ＣＫ

ＴＳ（株） 
住所 
 

関西国際空港（株） 

〒５４９-８５０１ 

 大阪府泉佐野市泉州空港北 1番地 

TEL：０７２-４５５-２０３８ 

 

ＣＫＴＳ（株） 

〒５９８-００４７ 

 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地７ 

TEL：０７２-４６９-４９１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
 
 
 
 
 
 

関西国際空港（株） 
設  立：昭和５９年１０月１日 
業  種：サービス業 
業務概要：空港運営事業 

商業事業 
鉄道事業 

  
ＣＫＴＳ（株） 

設  立：平成２年３月２９日 
業  種：サービス業 
業務概要：旅客ハンドリング業務 

輸出貨物・郵便物取扱い、輸出上屋運営業務 
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輸入貨物取扱い、輸入上屋運営業務 
ランプハンドリング業務 
航空機メンテナンス業務 
 

日航関西エアカーゴシステム（株） 
設  立：昭和５０年１２月１０日 
業  種：サービス業 
業務概要：貨物取扱および郵便物の運送受託業務 

荷役用機材および機器の整備、保管、賃貸 
自動車による貨物の運送およびその取扱事業 

 
ＡＮＡロジスティクサービス（株） 
設  立：平成１３年１１月６日 
業  種：サービス業 
業務概要：航空貨物・郵便の取扱業、上屋業、旅客手荷物修理取次業 

自動車運送業、自動車運送取扱業 
国内航空貨物代理店業、通関業、労働者派遣業 

 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪クールチェーンの強化とガイドライン化事業≫別紙１―２関係 

輸入貨物取扱い、輸入上屋運営業務 
ランプハンドリング業務 
航空機メンテナンス業務 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪クールチェーンの強化とガイドライン化事業≫別紙１―２関係 
これまでの調整状況 平成２３年１２月 関西国際空港で貨物のグランドハンドリング業務を

行っている事業者への事業説明、意見交換 
平成２４年 １月 関西国際空港地域拠点協議会において取組内容につ

いて協議し了承を得た 
平成２４年 ２月 関西国際空港で貨物のグランドハンドリング業務を

行っている主要な事業者（ＣＫＴＳ（株）他、全３

者）が参加する関西国際空港地域拠点協議会クール

チェーンの強化とガイドライン化検討作業部会（仮

称）の準備会を開催 
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これまでの調整状況 平成２３年１２月 関西国際空港で貨物のグランドハンドリング業務を

行っている事業者への事業説明、意見交換 
平成２４年 １月 関西国際空港地域拠点協議会において取組内容につ

いて協議し了承を得た 
平成２４年 ２月 関西国際空港で貨物のグランドハンドリング業務を

行っている主要な事業者（ＣＫＴＳ（株）他、全３

者）が参加する関西国際空港地域拠点協議会クール

チェーンの強化とガイドライン化検討作業部会（仮

称）の準備会を開催 
平成２４年 ３月 関西国際空港で貨物のグランドハンドリング業務を

行っている主要な事業者（日航関西エアカーゴシス

テム（株）、ＣＫＴＳ（株）、ＡＮＡロジスティクサ

ービス（株））と製薬企業団体との意見交換会を開催 

特定する方法 関西国際空港地域拠点協議会クールチェーンの強化とガイドライン化検

討作業部会（仮称）における協議により決定 
今後の予定 平成２４年２月～４月 クールチェーンの強化とガイドライン化検討作

業部会（仮称）にて協議 
平成２４年５月頃  日航関西エアカーゴシステム（株）、ＣＫＴＳ（株）、

ＡＮＡロジスティクサービス（株）にてクー

ルチェーンの強化及びガイドライン化に関す

る段階的整備について協議。５月１７日開催

の医薬品セミナー（第３回）にて宣言。６月

２７日～２９日開催の医薬品ＥＸＰＯにてＰ

Ｒ予定 
平成２４年上半期～  クールチェーン強化及びガイドライン化 
           について段階的に整備する見込み 

 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成事業≫ 
別紙１―２関係 

名称 関西国際空港（株）（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株）） 

住所 （略） 

 
 
 

特定する方法 関西国際空港地域拠点協議会クールチェーンの強化とガイドライン化検

討作業部会（仮称）における協議により決定 
今後の予定 平成２４年２月～４月 クールチェーンの強化とガイドライン化検討作

業部会（仮称）にて協議 
平成２４年４月頃   クールチェーンの強化とガイドライン化検討作

業部会（仮称）にて合意形成 
⇒主体の特定 

平成２４年上半期   事業実施見込み 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成事業≫ 
別紙１―２関係 

名称 関西国際空港（株）（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株）） 
住所 （略） 
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概要 

 
 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成事業≫ 
別紙１―２関係 

名称 以下のような活動を通じて国際物流等事業者の誘致が実現 
平成１７年６月 産学官にて国際物流戦略チームを組織し、関空の貨物ハブ

化を推進する活動を開始 
平成１９年８月 関空第２滑走路を供用開始、完全２４時間化実  
        現 
平成２１年２月 関空２期島貨物地区供用開始（駐機場のみ） 
平成２２年５月 国土交通省成長戦略において関空の貨物ハブ化を推進する

ことが明記 
平成２４年５月 国際物流事業者の北太平洋地区ハブを関空に開設すること

が決定 
特定する方法 関空会社（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株））と国際物流等事

業者との誘致契約または合意締結、あるいは投資計画の確定 
 

今後の予定 関空会社（平成 24年 7月 1日以降は新関西国際空港（株））は関空２期南側
貨物地区に上屋施設等を整備し、平成 26 年春頃に国際物流事業者の北太平
洋地区ハブが運用開始する予定 

 

 

 

 

 

概要  

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪国際物流等事業者誘致によるアジア拠点の形成事業≫ 
別紙１―２関係 

これまでの調整状況 以下のような活動を通じて国際物流等事業者誘致に取組み中 
平成１７年６月 産学官にて国際物流戦略チームを組織し、関空の貨物 
        ハブ化を推進する活動を開始 
平成１９年８月 関空第２滑走路を供用開始、完全２４時間化実  
        現 
平成２１年２月 関空２期島貨物地区供用開始（駐機場のみ） 
平成２２年５月 国土交通省成長戦略において関空の貨物ハブ化を推進

することが明記 
 
 

特定する方法 関空会社（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株））と国際物流

等事業者との誘致契約または合意締結 
 

今後の予定 関空会社（平成２４年７月１日以降は新関西国際空港（株））と国際物流

等事業者との早期の誘致契約または合意締結に向けて鋭意、誘致活動及

び交渉を推進 
 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷≫別紙１―２関係 
名称 Ｃ社《企業名非公表》 

住所 
 

〒《非公表》 

TEL：《非公表》 
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別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷≫別紙１―２関係 
名称 株式会社上組 
住所 （略） 
概要 

 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社ナード研究所 
 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
「イメージング技術を活用した創薬の高効率化」にかかる事業

を実施するため。 
意見を聴いた日 平成 24年４月 24日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記研究開発に必要な建物等の整備等にあたり、国際戦略総

合特区設備等投資促進税制を活用したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 
関係地方公共団体又は実施主

体名 
Ａ社《企業名非公表》 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「SPring-8を活用した次世代省エネ材料開

発・評価」の実施主体であるため。 
意見を聴いた日 平成 24年５月７日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入に当たり、国際戦略総合

概要 
 
 
 

設  立：《非公表》 
業  種：《非公表》 
業務概要：《非公表》 

 
 

 

別添３ 特別措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 先端産業、物流関連企業等の立地促進による創荷≫別紙１―２関係 
名称 株式会社上組 
住所 （略） 
概要 
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特区設備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ別紙１－２に記載した。 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
一般財団法人 阪大微生物病研究会 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「医薬品研究開発促進（次世代ワクチンの開

発）」の実施主体であるため。 
意見を聴いた日 平成２４年１月１６日 
意見聴取の方法 面談による意見聴取 
意見の概要 上記事業に必要な施設、設備の増設にあたり、国際戦略総合特

区設備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
株式会社ジーンデザイン 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

特定国際戦略事業「核酸医薬の製造に係る生産技術の確立」の実施主体

であるため。 

意見を聴いた日 平成 24年 2月 9日 
意見聴取の方法 聞き取り 

意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入にあたり、国際戦略総合特区設備

等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三井住友銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
特定国際戦略事業「核酸医薬の製造に係る生産技術の確立」に係る事業資金

の貸付を行うため。 
意見を聴いた日 平成 24年 2月 10日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記貸付の実施にあたり、国際戦略総合特区支援利子補給金を活用したい。 

 

 

 

 

 

 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
株式会社ジーンデザイン 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

特定国際戦略事業「核酸医薬の製造に係る生産技術の確立」の実施主体

であるため。 

意見を聴いた日 平成 24年 2月 9日 
意見聴取の方法 聞き取り 

意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入にあたり、国際戦略総合特区設備

等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三井住友銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
特定国際戦略事業「核酸医薬の製造に係る生産技術の確立」に係る事業資金

の貸付を行うため。 
意見を聴いた日 平成 24年 2月 10日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記貸付の実施にあたり、国際戦略総合特区支援利子補給金を活用したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－５に記載した。 
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意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－５に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社 

当該実施主体が関係

すると判断する理由 
「医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）」にかかる事業（ア

ルツハイマー病治療薬の開発）を実施するため。 
意見を聴いた日 平成 24年 2月 2日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 １．上記研究開発に必要な設備等の導入にあたり、国際戦略総合特区設

備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 １．について、意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社カン研究所 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
「医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）」にかか

る事業を実施するため。 
意見を聴いた日 平成 24年４月 19日 
意見聴取の方法 聞き取り 

意見の概要 ・上記研究開発に必要な研究施設・設備等の導入にあたり、国

際戦略総合特区設備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
千寿製薬株式会社 

当該実施主体が関係すると判 「医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）」にかか

 
 
 
 
（掲載位置の変更） 
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断する理由 る事業を実施するため。 
意見を聴いた日 平成 24年４月 23日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入にあたり、国際戦略総合

特区設備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社ペプチド研究所 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の

確立」の実施主体であるため。 
意見を聴いた日 平成 24年 5月 15日 
意見聴取の方法 面談による意見聴取 

意見の概要 上記事業に必要な施設、設備の増設にあたり、国際戦略総合特

区設備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
関係地方公共団体又は実施主

体名 
特区内において、医薬品産業の振興に資する拠点の整備・運営

を実施する事業者に対し事業実施に必要な資金を貸し付ける

金融機関 
当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「ペプチド医薬の製造に係る大量生産技術の

確立」に係る事業資金の貸付を行うため。 
意見を聴いた日 平成 24年 5月 31日 
意見聴取の方法 聞き取り 

意見の概要 上記貸付の実施にあたり、国際戦略総合特区支援利子補給金を

活用したい。 
意見に対する対応 意見を踏まえ、別紙１－５に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
国内で PET薬剤の供給を行う事業者 
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当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「PET薬剤の臨床応用を迅速かつ効率的に実
施するための措置」の実施主体であるため。 

意見を聴いた日 平成 24年 3月 16日 
意見聴取の方法 面談による意見聴取 

意見の概要 上記事業に必要な施設、設備の増設にあたり、国際戦略総合特

区設備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
特区内において、医療機器や医療関連産業の振興に資する拠点

の整備・運営を実施する事業者 
当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「診断・治療機器・医療介護ロボットの開発

促進（ロボットテクノロジーを核とした、医工・看工連携によ

る高齢化社会対応機器・サービスの開発・実証）」に関与する

ため。 
意見を聴いた日 平成２４年５月２４日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記拠点の整備・運営にあたり、事業実施主体が、国際戦略

総合特区設備等投資促進税制を活用できるようにしてほし

い。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 
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別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
株式会社エイアンドティー 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 
 

（略） 
 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社コングレ 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「イノベーション創出事業」の実施主体で

あるため。 
意見を聴いた日 平成２４年５月２３日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記事業の実施にあたり、国際戦略総合特区設備等投資促

進税制を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社 ベネシス 
 

当該実施主体が関係すると判

断する理由 
先端医療技術（再生医療・細胞治療等）の早期実用化（再生医

療・細胞医療の実用化促進）」にかかる事業を実施するため。 
意見を聴いた日 平成 24年４月 19日 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入にあたり、国際戦略総合

特区設備等投資促進税制を活用したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
株式会社エイアンドティー 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 
 

（略） 
 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国際戦略総合特区計画（関西イノベーション国際戦略総合特区）： 新旧対照表  

変更後 変更前 

 

93 
 

 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「イノベーション創出事業」に係る事業資

金の貸付を行うため。 
意見を聴いた日 平成２４年５月３０日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記貸付の実施にあたり、国際戦略総合特区支援利子補給

金を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－５に記載した。 

 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社りそな銀行 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「イノベーション創出事業」に係る事業資

金の貸付を行うため。 
意見を聴いた日 平成２４年５月２９日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記貸付の実施にあたり、国際戦略総合特区支援利子補給

金を活用したい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－５に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「イノベーション創出事業」（ナレッジキャ

ピタル施設の整備・運営）に関与するため。 
意見を聴いた日 平成２４年４月２３日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・上記施設の整備・運営にあたり、設立予定の一般社団法人

とともに、国際戦略総合特区設備等投資促進税制を活用で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際戦略総合特区計画（関西イノベーション国際戦略総合特区）： 新旧対照表  

変更後 変更前 

 

94 
 

きるようにしてほしい。 
意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は

実施主体名 
海外の大手医療機関を誘致しようとしている国内の事業会社 

当該地方公共団体が関

係すると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 

意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三井住友銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は 株式会社 みずほ銀行 

 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は

実施主体名 
海外の大手医療機関を誘致しようとしている国内の事業会社 

当該地方公共団体が関

係すると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 

意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三井住友銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は 株式会社 みずほ銀行 
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実施主体名  
当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 りそな銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 池田泉州銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

（掲載位置の変更） 
 
 
 
 
 

実施主体名  
当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 りそな銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 池田泉州銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
ＴＡＯヘルスライフファーマ株式会社 

当該実施主体が関係

すると判断する理由 
「医薬品の研究開発促進（中枢神経系制御薬の開発）」にかかる事業（ア

ルツハイマー病治療薬の開発）を実施するため。 
意見を聴いた日 平成 24年 2月 2日 
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関係地方公共団体又は

実施主体名 
公益財団法人神戸国際医療交流財団 田中紘一理事長 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
神戸がん医療推進合同会社 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
医療法人 康雄会 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
「高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信」に

かかる事業（西記念ポートアイランドリハビリテーション病院の整備）を実

施するため。 
意見を聴いた日 （略） 

意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は 株式会社 三井住友銀行 

意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 １．上記研究開発に必要な設備等の導入にあたり、国際戦略総合特区設

備等投資促進税制を活用したい。 
意見に対する対応 １．について、意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 
関係地方公共団体又

は実施主体名 
公益財団法人神戸国際医療交流財団 田中紘一理事長 
 

当該実施主体が関係

すると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
神戸がん医療推進合同会社 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 
医療法人 康雄会 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
「高度専門病院群を核とした国際医療交流による日本の医療技術の発信」に

かかる事業（ポートアイランドリハビリテーション病院（仮称）の整備）を

実施するため。 
意見を聴いた日 （略） 

 意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 
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実施主体名  
当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は 
実施主体名 

株式会社三井住友銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

当該地方公共団体が関係す

ると判断する理由 
特定国際戦略事業「湾岸部スマートコミュニティ実証によるパッケー

ジ輸出の促進」に係る事業資金の貸付を行うため 

意見を聴いた日 平成２４年６月６日 

意見聴取の方法 聞き取り 

意見の概要 ・上記貸付の実施にあたり、国際戦略総合特区支援利子補給金を活用

したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－５に記載した。 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は実施

主体名 
Ｂ社《企業名非公表》 

当該地方公共団体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 

意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は実施 Ｃ社《企業名非公表》 

関係地方公共団体又は

実施主体名 
株式会社 三井住友銀行 
 

当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は

実施主体名 
Ａ社《企業名非公表》 

当該地方公共団体が関

係すると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 

意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は Ｂ社《企業名非公表》 
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主体名  
当該実施主体が関係すると

判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は実施

主体名 
株式会社エム・システム技研 

当該地方公共団体が関係す

ると判断する理由 
特定国際戦略事業「次世代エネルギー・社会システム実証事業の

成果の早期実用化による国際市場の獲得（けいはんな学研都市）」

の実施主体であるため。 
意見を聴いた日 平成２４年６月５日 
意見聴取の方法 電子メール 

意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入に当たり、国際戦略総合特

区等 
投資促進税制を活用したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 

 

関係地方公共団体又は実施主

体名 
エレクセル株式会社 

当該地方公共団体が関係する

と判断する理由 
特定国際戦略事業「次世代エネルギー・社会システム実証事業の成果

の早期実用化による国際市場の獲得（けいはんな学研都市）」の実施

主体であるため。 
意見を聴いた日 平成２４年５月１８日 
意見聴取の方法 面談により意見聴取 

意見の概要 ・上記研究開発に必要な設備等の導入に当たり、国際戦略総合特区等 
投資促進税制を活用したい。 

意見に対する対応 ・意見を踏まえ、別紙１－２に記載した。 
 

実施主体名  
当該実施主体が関係す

ると判断する理由 
（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 
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別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 関西国際空港株式会社 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 ＣＫＴＳ株式会社 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
関係地方公共団体又は

実施主体名 日航関西エアカーゴシステム株式会社 

当該地方公共団体が関

係すると判断する理由 実施主体 

意見を聴いた日 平成 24年 5月 17日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 医薬品等特殊貨物の航空輸送に対する荷主のニーズに対応するた

め、関係各社と協力し、温度管理事故が集中する機側周辺について、

機側から上屋までの移動を迅速かつ定温で行うためのサーマルドーリ

ー（温度管理機能付き移動車）等を導入、加えて、人的対応力の向上

や空港内サービスの「見える化」を進め、常に一定水準以上の物流品

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 関西国際空港株式会社 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 

 
 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 ＣＫＴＳ株式会社 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 
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質が提供できるよう、空港内における医薬品等貨物の取扱い方法につ

いて、ガイドライン化を図る。 

意見に対する対応 意見を踏まえた計画とした。 

 

関係地方公共団体又は

実施主体名 ＡＮＡロジスティクサービス株式会社 

当該地方公共団体が関

係すると判断する理由 実施主体 

意見を聴いた日 平成 24年 5月 17日 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 医薬品等特殊貨物の航空輸送に対する荷主のニーズに対応するた

め、関係各社と協力し、温度管理事故が集中する機側周辺について、

機側から上屋までの移動を迅速かつ定温で行うためのサーマルドー

リー（温度管理機能付き移動車）等を導入、加えて、人的対応力の

向上や空港内サービスの「見える化」を進め、常に一定水準以上の

物流品質が提供できるよう、空港内における医薬品等貨物の取扱い

方法について、ガイドライン化を図る。 

意見に対する対応 意見を踏まえた計画とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
Ｃ社《企業名非公表》 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

一般国際戦略事業の事業主体である国からの支援を受けるため 

意見を聴いた日 平成 24年 2月 10日 
（書面等により意見を聴いた場合には、意見聴取先から意見の提出があ

った日） 
意見聴取の方法 聞き取り 
意見の概要 ・特に意見なし 
意見に対する対応 既に提案済み 
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別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
株式会社上組 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

（略） 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 
 

 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

（以下略） 

 

 

別添６ 地域協議会の協議の概要 

（略） 

 

別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 関西国際戦略総合特別区域地域協議会 

地域協議会の設置日 平成２３年９月２８日 

地域協議会の構成員 別紙のとおり 

協議を行った日 平成２４年６月１４日 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又

は実施主体名 
株式会社上組 

当該地方公共団体が

関係すると判断する

理由 

（略） 
 
 
 
 
 
 

意見を聴いた日 
意見聴取の方法 
意見の概要 
意見に対する対応 
 

別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

（以下略） 

 

 

別添６ 地域協議会の協議の概要 

（略） 
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関西国際戦略総合特別区域地域協議会 第４回委員会を書面開催 

協議会の意見の概要 総合特別区域計画に係る第２回認定申請書について承認。 

意見に対する対応 なし 

 

 

 

（別紙）関西イノベーション国際戦略総合特区における留保条件への対応 

   

 

  

提案３２事業のうち、関西の共通の基盤となる重点７事業に注力する。 

 イ）事業実施段階ごとに、事業熟度、地区間連携による相乗効果、重要な規制の特例提案などを踏まえ、

関西が共同で取り組む重点事業の整理を継続的に実施する。 

⇒提案の 32事業から 7事業を平成 24年度第１フェーズとして取り組む事業に絞り込む。7事業

を共通の基盤として、他の個別の産学官連携の 25事業の取り組みを加速し、概ね 3年で産業

化を図る。 

  【重点７事業】 

① 地域資源を利用した審査体制・治験環境の充実 

～ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ機能の整備及び治験センター機能の創設～ 

② 放射光とシミュレーション技術を組合せた革新的な創薬開発の実施 

③ SPring-8を活用した次世代省エネ材料開発・評価 

～科学技術基盤を活用した実用化促進、産業界の利用促進～ 

④ バッテリー戦略研究センター機能の整備 

１ イノベーションの対象分野について、より明確に優先順位付けを行うこと 
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⑤ スマートコミュニティオープンイノベーションセンター機能の整備 

⑥ 医療機器等事業化促進プラットフォームの構築 

⑦  医薬品・医療機器等の輸出入手続きの電子化・簡素化 

 ロ）今後の進捗管理にあたっては、外部の有識者の助言等を得ながら、各事業間の連携や、選択と集中

を図る（順次産業化）。 

   ⇒共通の基盤として取り組む重点７事業での検証を他の個別 25 事業に反映し、相乗効果を発揮す

る。 

 

 

   

 

  

 （１）関西の現状及び課題 

   イ）関西の個別の研究機関等では、国際競争力を有する研究成果が生まれているが、実用化までに

長期間を要している。日本・関西が優位性を有しているライフサイエンス、新エネルギー産業

の世界市場における地位も低下の危機に瀕している。 

（例）大阪大学と中外製薬株式会社で日本初の抗体医薬品の製品化に成功。しかし、実用

化に約 20年を要し、しかも次の抗体医薬品が生まれていない。大学・研究機関には

産業化（薬事申請）に向けた治験に必要な環境（人員配置等）が未整備な状況にと

どまっており、国際共同治験実施施設などの数も少ない。（国際標準：ICH-GCP（日

米欧合意の臨床試験実施基準）） 

      すなわち、ライフサイエンス分野では、我が国は基礎研究で世界のトップレベルにあるが、

臨床研究や国際共同治験実施数で見劣りし、欧米や中国・韓国といったアジア諸国にも劣後し

ている。（参考資料参照） 

２ 既存の研究機関等の有効活用について、対象となる研究機関等の現状評価と今後の運営方針

を明確にすること 
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      個々の大学や研究機関のポテンシャルは高いものの、産業化に必要な臨床試験や治験環境が

関西の各機関でも未整備であり、これらの研究機関への同分野への資源投入が不十分で産業の

国際競争力強化に結び付いていないという反省すべき課題がある。 

 

ロ）研究開発の結果、実用化されても製品の性能が客観的に評価されず、強みが活かされないな

ど多くの課題がある。 

      すなわち、例えば、蓄電池は従来、基礎研究の対象とされにくく、また、製品として実用化

が図られても、その評価の標準化・認証といった分野（評価科学）に我が国では十分な資源が

投じられてこなかった。 

      個々の大学・研究機関の指向と実際の産業活動面で求められる評価との連携（評価手法の確

立）が不十分で、産業の国際競争力強化に結び付いていないという反省すべき課題がある。  

 

（２）対応 

上記のような課題を解決するため、総合特区によって大きく転換し、連携や共同を進めて府県域

を越えたイノベーションの仕組み（プラットフォーム）を整備する。例えば、医薬品、医療機器

の審査体制や治験体制の整備、先端技術分野における産学官連携の仕組み、スマートコミュニテ

ィオープンイノベーションセンター機能の整備によるスマコミ関連技術・実証成果の発信、とい

ったプラットフォームを構築することにより、研究開発から実用化、産業化の評価・認証の環境

整備に取り組み、産業の国際競争力強化とスピードアップを図る。 

（例）蓄電池の産業利用が脚光を浴びるも、近年、大学・研究機関において十分な資源が投

入されてこなかった。現在、高性能蓄電池の開発（京都大学、理化学研究所、産業技

術総合研究所関西センター）が進むが、産学官で性能・安全性の標準化・認証という

視点での研究機関や企業間での連携が伴わず、海外との差別化を図ることができない

ため、製品が価格競争に巻き込まれ、世界シェアを奪われている。 
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   【規制改革の優先協議の項目例】 

    １．ＰＭＤＡ－ＷＥＳＴ機能の整備（治験センター機能の整備を含む） 

    ２．ヒト幹細胞を用いた臨床研究の実施に係る手続の特例（高度医療に関する権限委譲含む） 

    ３．国有財産法等の特例（旧「私のしごと館」の活用によるスマートコミュニティオープンイノ

ベーション機能の整備） 

 

 

   

地域協議会において一体的なガバナンス体制を整備し、ＰＤＣＡサイクルによる適切な評価を行う体

制を構築する。 

・全体マネジメントを行う地域協議会委員会と各地区の事業を、責任を持って推進する地区協議会が

適切に役割分担。 

・分野ごとに専門部会を設置し、外部の有識者や事業者等の意見、助言を取り入れ。 

・関西広域連合において、新たに「特区推進室」を設置し、地域協議会の地方自治体側の事務局機能

を強化。 

３ 研究成果（シーズ）実用化の実績等について厳格に評価すること 
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